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第一部【企業情報】 

  

第１【企業の概況】 

  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 
２．当社は第９期より連結財務諸表を作成しております。 
３．第10期については期末に連結子会社が存在していないため、連結貸借対照表は作成しておりません。このため、連結経営指標等の一部

については記載しておりません。 
４. 当社は、第11期より連結財務諸表を作成しておりません。 
５．平成13年10月25日付をもって、１株を８株に株式分割しておりますが、第９期の１株当たり当期純損失は株式分割が期首に行われたも

のとして算出しております。 
６．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第９期には潜在株式を発行していないため記載しておりません。第10期にはス

トックオプション制度導入に伴う新株予約権残高がありますが、当社株式は非上場・非登録であったため記載しておりません。 
７．株価収益率については、当社株式は非上場・非登録であったため記載しておりません。 
８．第９期及び第10期の連結財務諸表については証券取引法第193条の２の規定に基づき、監査法人トーマツの監査を受けております。 
９．第10期より「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期 

決算年月 平成13年７月 平成14年７月 平成15年７月 平成16年７月 平成17年７月

売上高（千円） － 1,465,213 3,649,057 － －

経常利益又は経常損失（△） 
（千円） 

－ △14,348 135,272 － －

当期純利益又は当期純損失
（△）（千円） 

－ △10,773 71,601 － －

純資産額（千円） － 454,305 － － －

総資産額（千円） － 1,275,095 － － －

１株当たり純資産額（円） － 26,923.42 － － －

１株当たり当期純利益又は 
当期純損失（△）（円） 

－ △862.14 4,173.54 － －

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） － 35.7 － － －

自己資本利益率（％） － △2.3 － － －

株価収益率（倍） － － － － －

営業活動による 
キャッシュ・フロー（千円） 

－ △27,909 287,345 － －

投資活動による 
キャッシュ・フロー（千円） 

－ △289,603 △522,637 － －

財務活動による 
キャッシュ・フロー（千円） 

－ 512,192 692,599 － －

現金及び現金同等物の 
期末残高（千円） 

－ 240,038 695,859 － －

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)(人) 

－ 
（－）

44
（29）

－
（－）

－ 
（－）

－
（－）



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 
２．当社は第９期及び第10期のみ連結財務諸表を作成しているため、第11期から個別のキャッシュ・フロー計算書を作成しております。 
３．平成13年10月25日付をもって、１株を８株に株式分割しておりますが、第９期の１株当たり当期純損失は株式分割が期首に行われたも
のとして算出しております。また、平成17年４月５日の取締役会決議に基づき、平成17年６月20日付をもって１株を５株に株式分割し
ております。 

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第９期までは潜在株式を発行していないため記載しておりません。第10期及び
第11期にはストックオプション制度導入に伴う新株予約権残高がありますが、当社株式は非上場・非登録であったため記載しておりま
せん。 

５．株価収益率については、第11期までは当社株式は非上場・非登録であったため記載しておりません。 
６．第９期以降の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、監査法人トーマツの監査を受けておりますが、第８期の財
務諸表については、当該監査を受けておりません。 

７．連結子会社である株式会社ジョイジャパンクリエイトに対し平成13年12月１日付で「ＪＪＣＬＵＢ１００」の店舗運営に係る営業を譲
渡しております。 

８．連結子会社である株式会社マーシャルワールド、株式会社アートワールド、株式会社デジリンクコミュニケーションズ及び株式会社
ジョイジャパンクリエイトを平成14年10月31日付で吸収合併しております。 

９．第10期より「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用
指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

  

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期 

決算年月 平成13年７月 平成14年７月 平成15年７月 平成16年７月 平成17年７月

売上高（千円） 1,419,206 952,887 3,366,757 5,565,799 7,090,764

経常利益（千円） 92,164 12,323 92,889 456,304 753,330

当期純利益又は当期純損失
（△）（千円） 

56,271 △4,842 55,256 218,857 335,320

持分法を適用した場合の投資
利益（千円） 

－ － － － －

資本金（千円） 99,950 210,000 253,000 253,000 1,624,910

発行済株式総数（株） 1,559 16,874 18,594 18,594 113,440

純資産額（千円） 264,318 469,897 611,056 827,758 4,069,983

総資産額（千円） 778,362 1,268,402 2,729,288 3,596,193 6,778,842

１株当たり純資産額（円） 169,543.29 27,847.42 32,863.08 44,517.53 35,877.85

１株当たり配当額 
(うち１株当たり中間配当額) 
(円) 

7,500.00 
（－）

－
（－）

－
（－）

－ 
（－）

－
（－）

１株当たり当期純利益又は 
当期純損失（△）（円） 

36,094.44 △387.51 3,220.82 11,770.32 3,209.64

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額（円） 

－ － － － 3,193.71

自己資本比率（％） 34.0 37.1 22.4 23.0 60.0

自己資本利益率（％） 23.2 △1.3 10.2 30.4 13.7

株価収益率（倍） － － － － 83.19

配当性向（％） 20.7 － － － －

営業活動による 
キャッシュ・フロー（千円） 

－ － － 849,556 1,095,017

投資活動による 
キャッシュ・フロー（千円） 

－ － － △808,753 △1,418,786

財務活動による 
キャッシュ・フロー（千円） 

－ － － 41,699 2,276,412

現金及び現金同等物の 
期末残高（千円） 

－ － － 775,992 2,728,942

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)(人) 

14 
（25）

18
（10）

98
（125）

137 
（195）

194
（265）



２【沿革】 

年月 概要

平成５年８月 大阪市福島区において、株式会社ネクストジャパンを設立（資本金10,000千円）、格闘技・フ

ィットネス用品の商品企画・生産・販売に関する事業を開始。 

平成７年２月 100％子会社として、㈱マーシャルワールドを設立し、格闘技・フィットネス用品の販売業務

を㈱マーシャルワールドに移管。また、100％子会社㈱マックスプロモーション(平成14年10月

合併時、㈱アートワールド)を設立し、広告代理業務を開始。 

平成10年７月 大阪市西区江之子島一丁目６番５号に本社移転。 

平成11年５月 スポーツ用品販売事業における商品企画力・商品調達力を活用した会員制レジャー事業として

大阪府東大阪市にビリヤード専門店「ビリヤードＪＪ」東大阪店をオープン。 

平成12年５月 大阪市此花区に「マーシャルワールド物流センター」を開設。 

平成12年12月 大阪市住吉区に時間消費型会員制複合レジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」の第１号店とし

て、「ＪＪＣＬＵＢ１００」長居店（255坪）をオープン。 

平成13年２月 100％子会社として、㈱デジリンクコミュニケーションズを設立し、インターネット販売・会

員ネットワーク事業を開始。 

平成13年11月 100％子会社として、㈱ジョイジャパンクリエイトを設立し、「ＪＪＣＬＵＢ１００」の店舗

運営に係る営業を譲渡。 

平成14年４月 東京都福生市にフランチャイズ店第１号店、「ＪＪＣＬＵＢ１００」福生店（634坪）をオー

プン。 

平成14年８月 アイテムの充実による施設の魅力の向上、幅広い顧客層の囲い込みなどを目的とし、大阪府堺

市に初のロードサイド大型店舗「ＪＪＣＬＵＢ１００」堺石津店（2,373坪）をオープン。 

  ㈱ベンチャー・リンクと「ＪＪＣＬＵＢ１００」におけるフランチャイズ展開に関する業務提

携契約を締結し、「ＪＪＣＬＵＢ１００」のフランチャイズ加盟店募集を本格的に開始。 

平成14年10月 ㈱マーシャルワールド、㈱アートワールド、㈱デジリンクコミュニケーションズ及び㈱ジョイ

ジャパンクリエイトを吸収合併。 

平成15年４月 「ＪＪＣＬＵＢ１００」店舗数10店達成。 

  京都市中京区に初の繁華街大型店舗「ＪＪＣＬＵＢ１００」京都河原町店（1,760坪）をオー

プン。 

平成15年８月 マーケティング力の強化による新規会員の獲得及びリピート頻度の向上を目的として「ＪＪＣ

ＬＵＢ１００」の情報発信ウェブサイト「ＪＪＯＮＬＩＮＥ１００」を立ち上げ。 

平成15年10月 「ＪＪＣＬＵＢ１００」会員数が100万人を超過。 

平成16年３月 「ＪＪＣＬＵＢ１００」店舗数30店達成。 

平成16年４月 「ＪＪＣＬＵＢ１００」会員数が200万人を超過。 

平成16年７月 格闘技・フィットネス用品の日本国内における販売事業の営業を譲渡。 

平成16年９月 東京証券取引所マザーズに上場。 

資本金を６億2,487万５千円に増資。 

「ＪＪＣＬＵＢ１００」会員数が300万人を超過。 

大阪府吹田市豊津町９番１号 江坂東洋ビル17階に本社移転。 

平成16年11月 「ＪＪＣＬＵＢ１００」店舗数50店達成。 

平成16年12月 ｅコマース、デジタルコンテンツ配信事業を開始。 

平成17年１月 「ＪＪＣＬＵＢ１００」会員数が400万人を超過。 

平成17年６月 「ＪＪＣＬＵＢ１００」会員数が500万人を超過。 

１株を５株に株式分割。 

平成17年７月 「ＪＪＣＬＵＢ１００」店舗数60店達成。 

株式会社インデックスとの業務提携、資本提携、第三者割当増資を実施。 

資本金を16億2,491万750円に増資。 



３【事業の内容】 

 当社は、平成５年８月設立以来、当社において開発・企画し、海外生産した格闘技・フィットネス用品等のスポーツ用品の販

売を主たる事業としておりました。 

 また、平成11年５月より、スポーツ用品販売事業における商品の企画力・調達力を活用した会員制レジャー事業としてビリ

ヤード専門店である「ビリヤードＪＪ」の店舗展開を開始いたしましたが、ビリヤード専門店では流行の変化による影響が大き

く、アイテムの複合化による店舗業績の安定が当社の会員制レジャー事業の課題となってまいりました。 

 このような状況の中で当社では、従来の複合レジャー施設では、ボウリングやビリヤードなど個別のアイテム利用をサービス

として提供し、アイテム毎に料金を徴収するシステムを採用する結果、個別アイテムの流行の変化や陳腐化の影響を受けやす

く、顧客に対する未体験アイテムの利用促進によるアイテム活用も困難となるという課題が存在すると認識し、個別アイテムの

利用よりも地域密着型コミュニティとして店舗空間全体を楽しむことを重視した時間消費型会員制複合レジャー施設「ＪＪＣＬ

ＵＢ１００」を企画し、平成12年12月より店舗展開を開始いたしました。 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」では、15分100円（税込105円）という明瞭かつ低価格な時間消費型料金システムを採用した上で、

様々なアイテムを利用するきっかけづくりやイベント等への参加などを促進する顧客サービスを行うことで、個別アイテムの流

行の変化や陳腐化への対応を図ることが可能なシステムとなっております。 

 このような経緯の中で「ＪＪＣＬＵＢ１００」の直営店舗の運営及び当該事業のフランチャイズ・チェーン本部の経営を事業

内容とする会員制レジャー事業の規模が拡大し、現在は当社の主たる事業となっております。 

 なお、当社の事業部門別売上高及びその構成比は次のとおりであります。 

  

(1）会員制レジャー事業 

 当社は、会員制レジャー事業として、時間消費型複合レジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」のチェーン本部として、直営店

舗の運営及びフランチャイズチェーン本部の経営を行っております。 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」は「レジャーのコンビニ（24時間年中無休・ＰＯＳ管理による売り場構成のタイムリーな変更）＆

バイキング（使い放題・遊び放題）」を事業コンセプトとした時間消費型会員制複合レジャー施設であります。施設の坪数、

立地条件、建物の構造等に合わせ、10～50種類程度のアイテムを配置し、顧客は好きなアイテムを好きなだけ利用し、店舗に

て一部のアイテムの利用を除き15分につき100円（税込105円）にて滞在時間分だけの料金を徴収するシステムとなっておりま

す（なお、初回来店時において登録料300円（税込315円）を徴収しております）。 

事業区分 
第12期

（平成17年７月期）

会員制レジャー事業（千円） 6,991,330 98.6％ 

直営事業（千円） 3,130,044 44.1％ 

フランチャイズ事業（千円） 3,861,285 54.5％ 

その他の事業（千円） 99,434 1.4％ 

合計（千円） 7,090,764 100.0％ 



 「ＪＪＣＬＵＢ１００」に設置されている主要なアイテムは以下のとおりであります。 

 （注） 設置アイテムは店舗規模及び立地特性により異なるため、店舗によりましては設置されていないアイテムもあります。 

  

 時間消費型複合レジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」の主な特徴は以下のとおりであります。 

  

１）「15分につき100円（税込105円）」という低料金設定を実現するための施策について 

 当社では、店舗設備の海外調達・リサイクル品の活用による設備投資の圧縮及び遊休不動産の再生による物件コストの圧

縮により投資効率を高め、15分につき100円（税込105円）という低料金設定を実現しております。 

(a）店舗設備の海外調達 

 当社では、スポーツ用品販売事業における商品調達力及び商品企画力を活用し、ビリヤード台、ボウリング設備、家

具・パーテーション等の什器・備品、内装の一部などの店舗設備及び当社で企画・開発したレジャー関連設備の多くを中

国を中心とした海外の生産工場から調達し、設備投資を圧縮しております。 

(b）アミューズメント機のリサイクル品の活用 

 当社が運営する「ＪＪＣＬＵＢ１００」では、アミューズメント施設の閉鎖等に伴って発生する中古品や閉鎖するボウ

リング場の設備をリサイクルし、店舗設備として活用することで設備投資の圧縮を図っております。 

(c）遊休不動産の活用 

 当社は「ＪＪＣＬＵＢ１００」の出店に際して、ボウリング場、大型スーパーマーケット、量販店のスクラップ物件な

どの遊休不動産の再生を図ることにより、保証金・賃料等の物件コストを圧縮しております。 

  

２）顧客志向の店舗運営力強化のための施策について 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」では、15分につき100円（税込105円）という料金システムを採用することにより、顧客の満足度

が大きく影響する店舗での滞在時間と店舗収益を直接的に結びつけ、顧客満足度を高めることが収益性を高めることにつな

がることを明確化しております。このことで、従来のレジャー業界では軽視されがちであったと思われる一人一人の顧客に

対するサービスの徹底を図っております。 

(a）完全会員制による顧客行動の把握 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」では完全会員制を採用し、ＰＯＳシステムに会員情報を登録しております。当社は、主要なア

イテムにつきましては一人一人の顧客がどのアイテムをいつ利用したかをＰＯＳシステムにより管理し、顧客の属性、行

動履歴をデータベース化しております。当社は、このデータベースの活用によって、顧客の属性、行動履歴に合わせた販

売促進、顧客動向及びアイテムの稼働状況による店舗レイアウトの変更を行うだけでなく、店舗において一人一人の顧客

に対してニーズに沿ったサービス提供を行うオペレーションノウハウを構築し、顧客の滞在時間及びリピート率を高める

施策としております。 

(b）新規アイテムの企画・開発 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」では、顧客ニーズを踏まえ、当社独自で新たなスポーツ系アイテムやキッズランドのアイテム

等を積極的に店舗へ導入することで顧客満足度を高める施策としております。 

  アイテム

スポーツ系アイテム 
ビリヤード・ボウリング・卓球・バッティング・ピッチング・フットサル・Ｐ
Ｋ・バスケット・格闘技コーナー・サバイバルゲーム・スケートボード・ロッ
ククライミング・電動カート・アーチェリーなど 

アミューズメント系アイテム 
ゲームコーナー（体感型・ビデオ型・景品型等）・カラオケ・インターネッ
ト・キッズランド・釣り堀・ダーツ・イベントステージ・ホラーハウス・ラジ
コンなど 

リラクゼーション系アイテム 
マッサージコーナー・シャワー・フットバス・和室・坪庭・まんが図書館・タ
ンニング・ミニシアター・囲碁・将棋・リバーシーなど 



(c）「人財」の確保と育成 

 当社では、人はなによりもかけがえのない財産であるという考えのもと「人材」は「人財」と表現しております。当社

では、大幅な権限委譲、教育・研修体制の充実により、急速な出店を支える「人財」の育成を図っております。 

  

３）幅広い顧客層の獲得のための施策について 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」の顧客層は、主に10代から20代の若者層をメインターゲットとしながらも安全性・健全性の確保

及び店舗の複合化・大型化により、ファミリー層なども含む幅広い構成となっております。 

(a）健全性・安全性の確保 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」は、完全会員制を採用することで全ての顧客の身元及び店内行動を把握することが可能なシス

テムが構築されており、健全性・安全性を確保することで若者層だけではなくファミリー層など老若男女を問わず顧客に

支持される店舗運営を図っております。 

(b）店舗の複合化・大型化 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」は、店舗の大型化を推し進め、若者層、ファミリー層、主婦層などの多様な顧客のニーズに応

えるべく、従来の複合レジャー施設に設置されている若者層を主たるターゲットとしたアイテムだけではなく釣り堀や

キッズランドなどアイテムの種類の拡充をすることで幅広い顧客層の獲得を図っております。 



① 直営事業 

 当社では、直営店舗として「ＪＪＣＬＵＢ１００」14店舗（平成17年７月31日現在）を運営しております。直営事業

につきましては、店舗展開を開始した当初は小型店舗を展開することでノウハウの構築を行ってまいりましたが、平成

14年８月から初期投資の大きな大型店舗を中心とした店舗展開を行っております。 

  

 平成17年７月31日現在の「ＪＪＣＬＵＢ１００」の直営店舗は以下のとおりであります。 

店舗名 所在地 オープン年月 店舗坪数 主なアイテム

長居店 
大阪市 
住吉区 

平成12年12月 510 
ビリヤード・フィットネス・タンニング・卓球・ダーツ・ピッチング・ゲ
ームコーナー・ＰＫ・カラオケ・ミニシアター・イベントステージ・まん
が図書館・マッサージコーナーなど 

寝屋川店 
大阪府 
寝屋川市 

平成14年３月 669 
ビリヤード・卓球・ダーツ・ピッチング・バッティング・ＰＫ・格闘技コ
ーナー・ゲームコーナー・カラオケ・インターネット・まんが図書館・ミ
ニシアター・釣り堀・マッサージコーナーなど 

堺石津店 
大阪府 
堺市 

平成14年８月 2,373 

ビリヤード・ボウリング・シャワー・卓球・ダーツ・バッティング・ピッ
チング・フットサル・ＰＫ・バスケット・オートテニス・格闘技コーナ
ー・サバイバルゲーム・スケートボード・ロッククライミング・電動カー
ト・ゲームコーナー・カラオケ・インターネット・まんが図書館・ミニシ
アター・キッズランド・囲碁・将棋・イベントステージ・マッサージコー
ナー・マルチコートなど 

京都河原町店 
京都市 
中京区 

平成15年４月 1,074 

ビリヤード・ボウリング・フィットネス・卓球・ダーツ・バッティング・
ピッチング・ＰＫ・ゲームコーナー・釣り堀・タンニング・サウナ・バス
ケット・格闘技コーナー・サバイバルゲーム・ロッククライミング・カラ
オケ・インターネット・まんが図書館・ミニシアター・囲碁・将棋・和
室・シャワーなど 

住道店 
大阪府 
大東市 

平成15年11月 1,599 

ビリヤード・ボウリング・卓球・ダーツ・ゲームコーナー・バッティン
グ・ピッチング・ＰＫ・バスケット・格闘技コーナー・カラオケ・インタ
ーネット・マルチコート・ロッククライミング・オートテニス・キッズラ
ンド・釣り堀・まんが図書館・囲碁・将棋・和室・シャワー・坪庭など 

尼崎店 
兵庫県 
尼崎市 

平成16年６月 1,124 
ビリヤード・卓球・ダーツ・バスケット・格闘技コーナー・マルチコー
ト・バッティング・ピッチング・ＰＫ・ゲームコーナー・カラオケ・イン
ターネット・キッズランド・釣り堀・まんが図書館など 

アイリス鈴鹿店 
三重県 
鈴鹿市 

平成16年８月 1,680 

ビリヤード・インターネット・エア遊具・オートテニス・カラオケ・スカ
ッちゆ・ダーツ・バッティング・ピッチング・ボウリング・ボール・プー
ル・まんが図書館・ミニサッカー・囲碁・将棋・ゲームコーナー・釣り
堀・大画面シアター・バレーボール・キッズランド・ターザンロープ・マ
ッサージコーナー・マルチコートなど 

春日部店 
埼玉県 
春日部市 

平成16年10月 497 
ビリヤード・ＰＫ・ダーツ・カラオケ・キッズランド・ゴルフレンジ・ス
カッちゆ・バッティング・ピッチング・ゲームコーナー・マルチコート・
まんが図書館・卓球・釣り堀など 

大宰府店 
福岡県 
大宰府市 

平成16年12月 1,166 

ビリヤード・ＰＫ・インターネット・カラオケ・キッズランド・スカッち
ゆ・バスケット・ダーツ・バッティング・ピッチング・フットサル・ボウ
リング・ボールプール・まんが図書館・ゲームコーナー・卓球・釣り堀・
大画面シアター・バドミントン・射的など 

福岡新宮店 
福岡県 
糟谷郡 
新宮町 

平成17年４月 1,025 

ビリヤード・ＰＫ・カラオケ・キッズランド・スカッちゆ・ダーツ・バッ
ティング・ピッチング・フットサル・ボウリング・まんが図書館・ロック
クライミング・ゲームコーナー・卓球・釣り堀・ターザンロープ・電動バ
ギー・ポケバイ・アプローチゴルフ・グラススキー＆ソリ、ループスライ
ダーなど 

本庄店 
埼玉県 
本庄市 

平成17年４月 400 
ビリヤード・ＰＫ・インターネット・カラオケ・キッズランド・スカッち
ゆ・バスケット・ダーツ・バッティング・ピッチング・ゲームコーナー・
卓球・釣り堀など 

姫路飾磨店 
兵庫県 
姫路市 
飾磨 

平成17年６月 714 

ビリヤード・ＰＫ・インターネット・カラオケ・キッズランド・スカッち
ゆ・バスケット・バッティング・ピッチング・ゲームコーナー・マルチコ
ート・まんが図書館・卓球・釣り堀・バドミントン・ポケバイ・アプロー
チゴルフなど 

京都八幡ドーム 
京都府 
八幡市 

平成17年６月 623 
ビリヤード・ＰＫ・インターネット・カラオケ・バスケット・バッティン
グ・ピッチング・ボウリング・ゲームコーナー・まんが図書館・卓球・ア
スレチックスペースなど 

貝塚店 
大阪府 
貝塚市 

平成17年７月 1,653 

カラオケ・ボウリング・ＰＫ・ビリヤード・インターネット・ポケバイ・
スカッちゆ・ダーツ・まんが図書館・リラクゼーション・卓球・釣り堀・
バスケット・フード＆ドリンクコーナー・アプローチゴルフ・バッティン
グ・JJショップ・サイバーホイールなど 



② フランチャイズ事業 

 フランチャイズ事業は、「ＪＪＣＬＵＢ１００」の直営店舗において蓄積したノウハウをもとにフランチャイズ加盟

店の募集を行い、店舗運営ノウハウの提供、店舗設備・消耗品の販売・レンタルを行う事業であります。 

 当社はフランチャイズチェーン本部としてフランチャイズ加盟店より、加盟時にはフランチャイズ付与の対価として

加盟金を収受し、出店時及び出店後には店舗運営の指導・援助の対価としてロイヤルティを徴収するとともに、店舗設

備・消耗品の販売・レンタル、販売促進活動の管理・受託等を行っております。 

 なお、当社ではフランチャイズ加盟企業の募集業務を当社独自での募集のほか株式会社ベンチャー・リンクにも委託

しております。 

  

 フランチャイズ店舗の店舗展開の状況は以下のとおりであります。 

  

(2）その他の事業 

 その他の事業は、店舗設備及び不動産の賃貸やｅコマース・デジタルコンテンツの製作などが主な事業であります。 

地区名 
平成16年７月期
店舗数（店） 

平成17年７月期 
店舗数（店） 

北海道地区 2 6 

東北地区 2 6 

関東地区 12 15 

中部地区 7 5 

近畿地区 6 8 

中国地区 4 4 

九州地区 1 4 

合計 34 48 



［事業系統図］ 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

  

  



４【関係会社の状況】 

 該当事項はございません。 

  

  



５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、（ ）内は、外書きでアルバイト（１日８時間換算）の年間平均雇用人員を記載しており

ます。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３．当期中において、会員制レジャー事業の業容拡大に伴う採用により、従業員数が57名増加しております。 

  

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

  

    平成17年７月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

194（265） 27.8 1.4 3,669 



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当期におけるわが国の経済は、企業業績の改善及び雇用と所得の改善による個人所得の堅調さに支えられ、米国や中国の景

気の先行き不透明感、原油高等のマイナス要因はあるものの堅調に推移しました。 

 当社の主力事業が属するレジャー業界は、ボウリング・カラオケなどの個別レジャー業態が苦戦をしている状況下におい

て、当社が属している時間制複合レジャー業界は、個別レジャー業態などからの新規参入が相次ぎ、当社「ＪＪＣＬＵＢ１０

０」も含め、時間制複合レジャー店舗の出店が加速ならびに増加しています。 

 当社は当会計期間におきまして、社会的信用の向上を目的として平成16年９月１日に東京証券取引所マザーズ市場に株式上

場をいたしました。また、時間消費型会員制複合レジャー事業「ＪＪＣＬＵＢ１００」の重点課題といたしまして、新規出

店、コストダウン、店舗運営力およびマーケティング力の強化に注力いたしました。 

 この結果、当期の売上高は7,090,764千円（前期比1,524,964千円増）、経常利益は753,330千円（前期比297,025千円増）、

当期純利益は335,320千円（前期比116,463千円増）と大幅な増収増益となりました。 

  

 事業部門別の業績は以下のとおりであります。 

  

（会員制レジャー事業） 

 会員制レジャー事業におきましては、「ＪＪＣＬＵＢ１００」直営及びフランチャイズ店舗の積極的な新規出店と新規出店

時におけるコストダウンならびにOne to Oneマーケティングによるソフト重視型の店舗運営力、マーケティング力の強化に注

力いたしました。 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」の新規出店に関しましては、大手チェーン店などからの多数の物件情報にもとづき、複合ショッピ

ングセンターでの出店を中心に、当期における新規出店は、直営店６店舗、フランチャイズ店18店舗の出店を実現いたしまし

た。また、新規出店時におけるコストダウンを図るべく、中国での内装部材の調達をさらに強化に努めました。 

 店舗運営力の強化につきましては、「ＪＪＣＬＵＢ１００」にご来店いただいたお客様全員にご満足いただけるよう顧客の

属性、行動履歴に合わせ一人一人の顧客ニーズに応じた接客ができるようなオペレーションの強化や人財育成のほか、イベン

トの開催などにより、ソフト重視の店舗運営を実施いたしました。また、10代から20代の若者層のみならず、幅広い顧客層か

らの支持を得ることができるようキッズコーナー・スポーツ系アイテムの充実、イベントの開催、等の施策を採用し、特に

ファミリー層に対する訴求力を高めることに注力いたしました。 

 マーケティング力の強化としましては、「ＪＪＣＬＵＢ１００」の認知度アップと明るく健全なブランドイメージづくりを

目的とした当社初の全国キャンペーンとして、７月下旬～８月末まで『夏遊びキャンペーン』、12月下旬～１月末まで『ＪＪ

ポイントスタートキャンペーン』、４月中旬～５月中旬までは『キャラクターネーミング募集キャンペーン』と題した全社販

促活動を展開しました。 

 『夏遊びキャンペーン』では、雑誌・シネマアド（映画館でのＣＭ）・Ｗｅｂなどの広告を展開いたしました。 

 『ＪＪポイントスタートキャンペーン』では、若槻千夏さんをイメージキャラクターに起用し、初の全国テレビＣＭや雑

誌・Ｗｅｂなどで広告を展開し、当社の業態ならびにブランド認知を高めました。 

 『キャラクターネーミング募集キャンペーン』では、「ＪＪＣＬＵＢ１００」オリジナルアニメキャラクターのネーミング

をＷｅｂならびに全国の雑誌や新聞などで公募いたしました。また、会員向けサービスならびに事業強化をするため、引き続

き会員のメールアドレス獲得に努め、会員に対するメールでの差別化サービスを展開しています。 

 平成17年４月１日より施行されました「個人情報保護法」については、「ＪＪＣＬＵＢ１００」会員の個人情報管理を更に

強化するため、社内・各店舗における管理体制の構築ならびに会員規約の見直しなどを行い、オペレーション面での強化を行

いました。データベースなどのハード面とオペレーションのソフト面の強化を行うことで、「個人情報保護法」への管理体制

の構築を行いました。 

 このような活動の成果として、「ＪＪＣＬＵＢ１００」は、会員数としては当期末におきまして529万人、直営店・フラン

チャイズ店を合わせた当期の店舗売上高は9,561,690千円となりました。 



（直営事業） 

 直営事業におきましては、今期フランチャイズ加盟企業より大型店の出店要望が増加したことから、当初計画では上期に直

営店として出店を前提としていた大型物件の一部をフランチャイズ店舗として出店したことなどにより、当期における直営店

舗の出店数は６店舗となりました。 

 各店舗ともに、新アイテムの導入や店舗内装の作りこみを行うとともに、店舗の商圏人口にあわせた出店時の販促活動を重

点的に行うことで、オープン時から好調に推移し、業績に寄与いたしました。また、新規出店時におけるコスト削減として、

内装部材を中心に、更なる中国の生産工場からの直接調達を推進し、初期投資のコストダウンを実現いたしました。 

 既存直営店では「ＪＪＣＬＵＢ１００」最大規模となる平成14年８月オープンの堺石津店が第１四半期に引き続き、第２四

半期におきましても月間売上記録を更新、平成15年11月オープンの住道店でも同様に第２四半期に月間最高売上記録を更新

し、個別レジャー各社が伸び悩む中で、当社既存直営店での利用料は対前年同期比0.7％増の伸び率となりました。 

 これらの結果、当期末における直営店は14店舗となり、直営事業の売上高は3,130,044千円（前年同期比39.5％増）となりま

した。 

  

（フランチャイズ事業） 

 フランチャイズ事業につきましては、当会計期間中において18店舗の新規出店を達成しました。新規出店では、第１四半期

に７店舗、第２四半期に３店舗、第３四半期に１店舗、第４四半期に７店舗の出店となりました。当初予想と比較して出店

ペースが若干遅れたものの、フランチャイズ店の大型化により業績は堅調に推移しています。 

 これらの結果、当期末におけるフランチャイズ店は48店舗となり、フランチャイズ事業の売上高は3,861,285千円（前年同期

比40.3％増）となりました。 

  

（その他の事業） 

 当期における売上高は99,434千円となりました。平成16年12月より株式会社ザッパラスとの共同サービスによるｅコマース

事業・デジタルコンテンツの配信事業を開始しております。又、平成17年７月に株式会社インデックスとの業務提携・資本提

携を行い、オンライン・データ・マーケティング事業を開始しております。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当期における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前期末に比べ1,952,949千円増加し、当期末には

2,728,942千円となりました。 

 また、当期における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は1,095,017千円となりました。これは主に、仕入債務の減少額128,281千円、法人税等の支払

額315,028千円等による減少要因があったものの、税引前当期純利益671,598千円、減価償却費565,969千円等の増加要因による

ものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は1,418,786千円となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入286,664千円等が

ありましたが、有形固定資産の取得による支出1,573,286千円、差入保証金の払込みによる支出179,663千円等によるものであ

ります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は2,276,412千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,140,487千円等が

ありますが、第三者割当増資等による株式発行による収入2,878,744千円によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社は、生産を行っておりませんので、記載すべき事項はありません。 

  

(2）受注実績 

 当事業年度における受注実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．フランチャイズ事業のうち、フランチャイズ店舗開業時の設備販売については受注を受けたのち販売する形態となって

おります。その他の売上については受注形態による販売ではないため、受注実績については記載すべき事項はありませ

ん。 

３．直営事業については、店舗においてお客様の滞在時間に課金するシステムとなっておりますので、受注実績については

記載すべき事項はありません。 

４．その他の事業については、受注形態による販売ではないため、受注実績については記載すべき事項はありません。 

  

(3）販売実績 

 当事業年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．直営事業とは、当社直営店舗における店舗運営売上であります。 

３．フランチャイズ事業とは、フランチャイズ加盟店より加盟契約時に受け取る加盟金及びロイヤルティ（フランチャイズ

店舗の売上高の６％）、店舗開業時の設備販売、ゲーム機のレンタル収入等であります。 

４．スポーツ用品販売事業とは、格闘技・フィットネス用品の販売であります。なお、平成16年７月31日付にて格闘技・

フィットネス用品の国内における販売事業の営業を譲渡しております。 

５．その他の事業は、店舗設備・不動産賃貸収入等であります。 

事業部門別 

第12期
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

受注高
（千円） 

前年同期比
（％） 

受注残高
（千円） 

前年同期比 
（％） 

会員制レジャー事業  

フランチャイズ店舗開業時の設備販売 1,305,084 81.9 － － 

事業部門別 

第12期
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

販売高（千円） 前年同期比（％） 

会員制レジャー事業（千円） 6,991,330 139.9 

直営事業（千円） 3,130,044 139.5 

フランチャイズ事業（千円） 3,861,285 140.3 

その他の事業（千円） 99,434 177.9 

合計（千円） 7,090,764 127.4 



(4）直営店及びフランチャイズ加盟店の店舗数及び会員数 

 会員制レジャー事業における直営店、フランチャイズ加盟店の店舗数及び会員数は以下のとおりであります。 

 （注）１．店舗数は開店営業中のもののみを表示しております。 

２．店舗につきましては前期末店舗数との差を、会員数につきましては前年同期比を記載しております。 

  

(5）店舗坪数及び来店客数 

 会員制レジャー事業における直営店及びフランチャイズ加盟店の店舗坪数及び来店客数は以下のとおりであります。 

  

(6）店舗売上高 

 会員制レジャー事業における直営店及びフランチャイズ加盟店の売上高は以下のとおりであります。 

 （注） 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

地区名 

第12期
（平成17年７月31日現在） 

直営店舗 前期比較
フランチャイズ
店舗 

前期比較 小計 前期比較

北海道地区（店） － － 6 +4 6 +4 

東北地区（店） － － 6 +4 6 +4 

関東地区（店） 2 +2 15 +3 17 +5 

中部地区（店） 1 +1 5 △2 6 △1 

近畿地区（店） 9 － 8 +2 17 +2 

中国地区（店） － － 4 － 4 － 

九州地区（店） 2 +2 4 +3 6 +5 

合計（店） 14 +5 48 +14 62 +19 

会員数合計（人） 1,902,915 177.3％ 3,392,091 216.1％ 5,295,006 200.4％

店舗区分 

第12期
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

店舗坪数（坪） 前年同期比(％) 来店客数（人） 前年同期比(％)

直営店舗 15,107 168.8 2,515,372 139.4 

フランチャイズ店舗 36,201 157.8 5,717,989 166.6 

合計 51,308 160.9 8,233,361 157.2 

店舗区分 

第12期
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

売上高（千円） 前年同期比（％） 構成比（％） 

直営店舗 3,130,044 139.5 32.7 

フランチャイズ店舗 6,431,646 188.6 67.3 

合計 9,561,690 169.1 100.0 



３【対処すべき課題】 

(1）「人財」の採用及び育成について 

 当社では、企業理念を「我々はネクストジャパンを自己実現の場として社会に貢献する人創りを目指す」と定め、「人

財」の育成こそが企業としての最重要課題であり、今後の当社の成長の源泉であると認識しております。 

 当社における教育・研修内容といたしましては、入社時の「スタートアップ研修」や入社２週間後「フォローアップ研

修」などの段階的な導入研修に加え、理念教育についても継続的に実施してまいります。 

 また、当社独自の取組みといたしまして「社会に貢献する人創りを目指す」という理念に基づき、将来の経営者候補を育

成するマネージャー育成研修プログラム「次代塾」をマネージャー候補社員向けに実施しております。この研修は、接客

サービスを中心とした顧客満足度を上げるスタンスの確立を目指すだけでなく、ＭＢＡプログラムをベースにしたファイナ

ンスやマーケティング、クリティカル・シンキングなど、経営に必要な要素をじっくりと学ぶ機会を与えるものでありま

す。 

 当社では、これらの教育・研修を通じて、当社の強みである「人財」の成長加速を実現し、「ＪＪＣＬＵＢ１００」の急

速な出店、フランチャイズ事業の拡大及び新たな事業展開を支える自立した「人財」の育成を図ってまいります。 

  

(2）「ＪＪＣＬＵＢ１００」の店舗展開について 

① 出店候補地の確保について 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」に適した店舗物件の確保は、大型スーパーマーケット、量販店、ボウリング場跡などの遊休不動

産の情報収集により、店舗規模が他の業種と比較して大きいことなどから絶対的な物件数が少なく、出店に適した店舗物件

を確保することは新規出店を計画どおりに推進するための重要な課題であります。当社といたしましては、更なる立地開発

体制の強化、情報網の整備により、より多くの優良な店舗物件の確保に努めてまいります。 

  

② フランチャイズ加盟店の発掘について 

 当社は現在、既存加盟店の新規出店に注力するとともに、加盟店開発については当社独自での既存加盟企業への複数店舗

出店の提案及び直接的なフランチャイズ加盟店候補者へのアプローチによる加盟店発掘の体制構築を図っており、その体制

の整備を課題と認識しております。 

  

(3）「ＪＪＣＬＵＢ１００」の収益性向上について 

① 店舗設備の調達力の強化について 

 当社では、店舗設備の調達に際し、設備投資の圧縮を図るため、ボウリング設備、ビリヤード台、家具・パーテーション

等の什器・備品、内装の一部など店舗設備の多くを中国を中心とした海外の生産工場から調達しております。しかしなが

ら、現在のところ、設備投資の中で大きな割合を占める内外装に関する投資コスト及び店舗設備の保管コストは国内の依存

度が大きい状況にあります。このような現状を踏まえ、当社は設備投資及び保管コストの削減を更に推し進めてまいりま

す。 

  

② フランチャイズ店に対するスーパーバイジング業務体制の強化について 

 当社は、全フランチャイズ店舗におけるスーパーバイジング業務を当社にて行っております。当社といたしましては、今

後につきましてもスーパーバイザーの人員強化及び教育・研修の充実、直営店で蓄積した店舗運営ノウハウのスーパーバイ

ジング業務へのフィードバックの継続などにより、スーパーバイジング業務体制の強化を図ってまいります。 

  

(4）会員の個人情報の管理について 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」は完全会員制を採用しており、全ての顧客が初回来店時に身分証明書を提示した上で会員登録を

行い、当社はこれらの個人情報と施設の利用履歴情報を連動させたデータベースを構築・集積しております。当社におきま

しては、セキュリティレベルの向上を全社的なミッションとして位置づけており、セキュリティポリシーや社内規定の構

築、従業員全員へのセキュリティ教育体制作りを確立させてまいりました。現在は、さらなるセキュリティレベルの向上を

目指し、サーバーシステムの一元化や、「プライバシーマーク」を取得すべくプロジェクトを立ち上げるなどの取り組みを

スタートさせております。今後とも、情報保護システムの運用に関しての分析と改善を繰り返すことで、システムの形骸化

を未然に防いでまいります。 

  

(5）安全対策に関しての取り組みに関して 

 当社におきましては、従来から「ＪＪＣＬＵＢ１００」のお客様の安全を最優先事項とした店舗づくり、店舗運営に取り

組んで参りましたが、より一層の安全確保に向けて、「お客様の安全確保を最大の優先事項」としてご来店いただく全ての

お客様への安全対策ならびに体制をより一層充実させるために「ＪＪＣＬＵＢ１００安全対策委員会」を設立するなどの取



り組みを行ってまいりました。今後とも、「ＪＪＣＬＵＢ１００店舗の安全基準指針」のデータベースの更新と運用を行っ

ていくことで、安全に対してのノウハウの構築を引き続き進めてまいります。 

  

  



４【事業等のリスク】 

 以下については、当社の将来的な事業展開その他に関し、リスク要因の可能性があると考えている主な事項を記載しておりま

す。当社は、これらのリスク発生の可能性を確認した上で、発生の回避及び発生した場合の早期対応に努める方針であります。 

 なお、記載事項のうち、将来に関する事項は、当期末現在において当社が判断したものであります。 

  

(1）当社の事業内容について 

① 「ＪＪＣＬＵＢ１００」に関する事業の業歴が浅いことについて 

 当社は、平成12年12月より店舗展開を開始した「ＪＪＣＬＵＢ１００」に関する事業規模が拡大し、平成15年７月期より

主たる事業となっております。 

 したがって、「ＪＪＣＬＵＢ１００」に関する事業につきましては、期間業績比較を行うために十分な期間の財務数値が

得られず、当社の過年度の経営成績は、今後の当社の売上高、利益などの成長率を判断する材料としては不十分な面があり

ます。 

  

 なお、当社の事業部門別売上高及びその構成比は次のとおりであります。 

  

 （注）１．第10期については連結業績を記載しておりますが、平成14年10月31日付にて、当社の100％子会社４社（株式会社マー

シャルワールド、株式会社アートワールド、株式会社デジリンクコミュニケーションズ、株式会社ジョイジャパンクリ

エイト）を吸収合併し、第11期以降につきましては連結対象会社が存在しないため、当社単体業績を記載しておりま

す。 

２．スポーツ用品販売事業につきましては、平成16年７月31日付で、株式会社マーシャルワールドジャパンに対して営業譲

渡致しました。尚、当該譲渡につきましては、平成16年５月11日開催の臨時株主総会で承認されております。 

    （単位：千円）

事業区分 
第10期 第11期 第12期 

（平成15年7月期） （平成16年7月期） （平成17年7月期） 

会員制レジャー事業 3,011,246 82.5％ 4,995,951 89.8％ 6,991,330 98.6％

直営事業 1,356,068 37.2％ 2,244,177 40.3％ 3,130,044 44.1％

フランチャイズ事業 1,655,178 45.3％ 2,751,774 49.5％ 3,861,285 54.5％

スポーツ用品販売事業 551,290 15.1％ 513,941 9.2％ － －

その他の事業 86,521 2.4％ 55,906 1.0％ 99,434 1.4％

合計 3,649,057 100.0％ 5,565,799 100.0％ 7,090,764 100.0％



② 時間消費型会員制複合レジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」の経営に係るリスクについて 

ⅰ）店舗設備の調達について 

 当社では、店舗設備につき海外調達・リサイクル品を積極的に活用することにより、設備投資の圧縮を図っておりま

す。 

 海外調達につきましては、スポーツ用品販売事業における商品調達力及び商品企画力を活用し、ビリヤード台、ボウリ

ング設備、家具・パーテーション等の什器・備品、内装の一部などの店舗設備及び当社で企画・開発したレジャー関連設

備の多くを中国を中心とした海外の生産工場から調達しております。当社では、低価格、高品質かつ安定的な調達ルート

の確立に努めておりますが、為替相場の変動やカントリーリスクの発生などにより、当社の調達コストの上昇、納期の延

長等の事態が発生した場合、当社の業績及び出店政策に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社が運営する「ＪＪＣＬＵＢ１００」では、アミューズメント施設の閉鎖等に伴って発生する中古品や閉鎖す

るボウリング場の設備をリサイクルし、店舗設備として活用しております。現在のところ円滑な設備調達を実現しており

ますが、リサイクル品を利用するアミューズメント施設の増加、アミューズメント施設の閉鎖頻度の鈍化等の要因によ

り、中古品が品薄な状態となり調達価格が上昇した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、当社は、中古アミューズメント機の調達及びメンテナンス業務のうち平成15年７月期は95.1％、平成16年７月期

は87.7％、平成17年７月期は79.3％を有限会社サンテラ（本社：大阪府東大阪市）に業務委託しております。現在、同社

と当社との間は友好的な関係が継続しておりますが、今後につきましては業務委託先を分散することで同社に依存しない

体制の構築を図ってまいります。しかしながら、他の業務委託先の開拓が進まない段階で同社との関係が悪化した場合、

当社のアミューズメント機の調達力及びメンテナンス力が低下し、「ＪＪＣＬＵＢ１００」の運営に影響を与える可能性

があります。 

  

ⅱ）店舗物件の確保及び新規出店店舗の業績について 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」は積極的な店舗展開を行うことにより業容を拡大しており、今後も積極的な出店を行う方針で

あるため、新規出店を行う店舗数、店舗規模及びその店舗の業績が当社の業績に占める割合が高くなることが見込まれま

す。 

 直営店舗につきましては、「人財」育成、オペレーション、マーケティング等の観点から、現在、全国の主要都市及び

その郊外において大型店舗の出店を中心に行っております。フランチャイズ店舗につきましては、社会的認知度の向上及

び多店舗展開によるノウハウの蓄積を目的として主に中小型店舗での店舗展開と今後は一部大型店舗も含めた出店を全国

的に行う方針であります。 

 また、当社では「ＪＪＣＬＵＢ１００」の出店に際して、ボウリング場、大型スーパーマーケット、量販店のスクラッ

プ物件などの遊休不動産の再生を図ることで、保証金・賃料等の物件コストを圧縮しております。新規出店に際しては、

商圏人口、通行量、保証金、賃料等当社の希望する様々な出店条件に合致した遊休不動産情報入手のため積極的な活動を

行ってはいるものの、当社の出店計画どおりの店舗物件が確保できるとは限りません。また、当社は、商圏人口等の立地

条件から既存店舗における実績を根拠とした事業計画を立て、十分に検討した上で新規出店を行っておりますが、新規店

舗の業績が必ずしも順調に推移する保証はありません。上記のような要因により、出店ペースの鈍化及び新規店舗の業績

不調があった場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

ⅲ）完全会員制による顧客行動の把握について 

 当社は、「ＪＪＣＬＵＢ１００」の運営において完全会員制を採用した上で、主要なアイテムにつきましては、一人一

人の顧客がどのアイテムをいつ利用したかをＰＯＳシステムにより管理し、顧客の属性、行動履歴をセキュリティに十分

に考慮した上でデータベース化しております。当社は、このデータベースの活用によって、販売促進、顧客動向及びアイ

テム稼働状況による店舗レイアウトの変更のみならず、店舗において一人一人の顧客に対して異なる接客・案内を行うオ

ペレーションノウハウを構築し、顧客の滞在時間及びリピート率を高める施策としております。また、完全会員制を採用

することで全ての顧客の身元及び店内行動を把握することが可能なシステムが構築されており、健全性・安全性を確保す

ることで若者層だけではなくファミリー層など老若男女を問わず顧客に支持される店舗運営を図っております。 



 したがって、店舗の収益性は顧客データベース及びオペレーションノウハウに依拠している部分があり、顧客データ

ベースの情報流出、システムダウン等によりＰＯＳシステムの稼動を停止せざるを得なくなった場合、上記のようなノウ

ハウを活用した店舗運営ができなくなり、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

ⅳ）レジャー業界の流行の変化及び競合他社について 

 レジャー業界は、かつてのボウリング、ビリヤード、カラオケなどのブームに見られるように流行の変化も著しく、ま

た、小規模企業から大手企業まで多くの競合他社が存在しているという特徴があります。 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」では、15分につき100円（税込105円）という時間消費型料金システムを採用することにより顧

客の満足度が大きく影響する店舗での滞在時間と店舗収益とを直接的に結び付け顧客満足度を高めることが収益性を高め

ることにつながることを明確化しております。このことで従来のレジャー業界では軽視されがちであったと思われる一人

一人の顧客に対するサービスの徹底を図り競合他社との差別化を図っております。 

 また、現状では当社と同様の時間消費型料金システムを採用した会社はレジャー業界の一部の企業であると考えられる

ものの、今後参入が相次いだ場合には、料金システムによる差別化は困難になると予想されます。しかしながら、当社は

時間消費型料金システムを採用した会社の先行者としての立場から、オペレーションノウハウの構築及び人財の教育によ

りさらなる顧客に対するサービスの徹底を図っていくことで他社との差別化を図り当社の競争優位性を維持してまいりま

す。 

 また、流行の変化に対しては、従来のボウリング場、カラオケボックス等では導入されることが少なかったアイテムを

時間消費型による料金設定により導入し、アイテムの複合化を進めるとともに売り場構成を顧客ニーズの変化に合わせて

変更することでレジャー業界において顕著に見られる流行の変化にも対応していく方針であります。 

 しかしながら、競合他社と比べて当社の顧客サービスレベルが低下した場合、もしくは顧客ニーズの変化への対応が鈍

化した場合、各店舗の業績は計画どおりに推移する保証はなく、今後の当社の出店政策及び事業展開に影響を与える可能

性があります。 

  

③ フランチャイズ事業に係るリスクについて 

ⅰ）フランチャイズシステムに関するリスクについて 

 当社はフランチャイズシステムにより「ＪＪＣＬＵＢ１００」の店舗展開を行っております。フランチャイズシステム

では、一般的にフランチャイズチェーン本部は店舗運営ノウハウを提供し、フランチャイズ加盟店は統一的な店舗運営ノ

ウハウにより店舗運営を行っております。しかしながら、フランチャイズチェーン本部の指導に従わないフランチャイズ

加盟店が発生した場合、ブランドイメージが損なわれることなどから、フランチャイズシステム全体に影響を及ぼす可能

性があります。 

 また、フランチャイズシステムでは通常、収益性、簡便なオペレーションなどのメリットを強調して加盟店の募集を

行っておりますが、実際にフランチャイズ加盟店がこのようなメリットを享受できなかった場合、トラブル又は訴訟に発

展する場合があります。当社においては、フランチャイズ事業開始以来、現在に至るまでフランチャイズ加盟店からかか

る訴訟を提起されたことはありませんが、フランチャイズ加盟店とのトラブルが訴訟に発展した場合、当社の業績及び事

業展開に影響を与える可能性があります。 

 現在、フランチャイズ加盟店ではありませんが、元加盟店である株式会社ディッシュファインに対し、平成17年３月30

日付で当社による不正競争防止法違反にもとづく営業秘密侵害差し止め及び損害賠償請求を行いましたが、反訴の提起を

平成17年７月25日付けで受けております。当社は、当社に損害賠償義務が無いことを確信しており、当社の正当性を実現

する方針であります。本件による当社業績への影響は無いと認識しておりますが、提訴に係る判決によっては当社業績に

影響を及ぼす可能性があります。 



ⅱ）フランチャイズ加盟店発掘について 

 当社は、フランチャイズシステムにより「ＪＪＣＬＵＢ１００」を速やかに全国展開するにあたり、株式会社ベン

チャー・リンクの持つフランチャイズビジネスの開発力、会員ネットワークを活用するため平成14年８月、同社と『「Ｊ

ＪＣＬＵＢ１００」フランチャイズ展開に関する業務提携契約』を締結し、フランチャイズ加盟店候補者の発掘・紹介に

関する業務を委託し、平成17年７月31日までに主に同社の発掘・紹介により、143店舗のフランチャイズ加盟店とフラン

チャイズ契約を締結いたしました。 

 現在、当社といたしましては既存加盟店の新規出店に注力するとともに、加盟店開発については当社独自での既存加盟

企業への複数店舗出店の提案及び直接的なフランチャイズ加盟店候補者へのアプローチにより、同社に依存しない加盟店

発掘の体制構築を図っております。しかしながら、当社独自での加盟店の発掘が計画どおりに進展しない場合、中長期的

な当社のフランチャイズ展開に支障をきたす可能性があります。 

  

ⅲ）フランチャイズ加盟契約締結後の出店状況について 

 当社がフランチャイズ展開を行っている「ＪＪＣＬＵＢ１００」では、フランチャイズ加盟店の各企業の個別事情及び

立地確保の遅れなどから、加盟契約締結後出店に至っていないフランチャイズ加盟店が存在しております。平成17年７月

31日現在で未出店のフランチャイズ加盟店174店舗のうち、加盟契約締結後12ヶ月超にわたって未出店のフランチャイズ加

盟店は78店舗となっております。また、平成17年７月31日現在、フランチャイズ加盟企業58社のうち、１店舗も出店して

いないフランチャイズ加盟企業は22社となっております。 

 当社ではフランチャイズ加盟店の出店を促進するため、店舗物件発掘のアドバイスや店舗物件の紹介に努めております

が、加盟契約締結後長期にわたる出店物件の未確保、フランチャイズ加盟企業の財務状況の悪化などにより、フランチャ

イズ加盟企業の新規出店が不可能となる可能性があります。このような場合には、現状では未出店を原因とするトラブル

は発生していないものの、トラブルの解決、契約解除などのために当社が何らかの負担を求められる場合もあり、当社の

業績が影響を受ける可能性があります。 

  

２．法的規制について 

 当社の受ける法的規制は次のとおりであります。 

(1）「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」の店舗は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下、「風営法」とい

う。）」の規制を受ける可能性があります。同法は、善良の風俗の維持、清浄な風俗環境の保持及び青少年の健全な育成に

障害を及ぼす行為の防止を目的とし、施設開設及び運営に関する許認可申請制度、営業時間の制限、入場者の年齢による制

限、遊戯料金等の規制、施設の構造・内装・照明・騒音等に関して規制をしております。 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」では、時間消費型料金システムにより射幸心をそそるおそれのあるゲーム機で金銭を消費させる

という側面がないこと、完全会員制により賭博や少年非行のおそれのないことから風営法対象業種とは考えておりません。

加えて、風営法に定めるゲーム機設置部分の占める割合が床面積の10％を超えないよう設計しております。現在の直営店舗

及びフランチャイズ店舗では、その旨を新規出店及びゲームコーナーに関するレイアウトが変更されるごとに継続して所轄

の警察署へ説明することで風営法の規制を受けずに営業を行っておりますが、今後、法律の改正もしくは関係諸官庁の運用

の変更などがあり、「ＪＪＣＬＵＢ１００」が風営法対象業種であると認定された場合、当社の営業時間などに制限を受

け、当社の業績に影響を与える可能性があります。 



(2）「青少年の健全な育成に関する条例」 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」の店舗は、「青少年の健全な育成に関する条例（以下、「青少年育成条例」という。）」の規制

を受けております。同条例は、ほぼ全国の各都道府県に制定されており、それぞれにおいて名称・内容は異なるものの、入

場者の年齢による制限、書籍・アイテム等の健全性に関する規制により青少年の健全な育成を図ることを目的として制定さ

れております。 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」は、各都道府県の条例に則り、青少年に対する入場制限・在館者に対する退店誘導及び書籍・ア

イテム等の健全性に関する規制を遵守して店舗運営を行っておりますが、条例の改正もしくは関係諸官庁の運用の変更など

により新たに規制の対象となる書籍・アイテム等が増加した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

(3）「不当景品類及び不当表示防止法」 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」の店舗は、「不当景品類及び不当表示防止法」の規制を受けております。同法は、商品及び役務

の取引に関連する不当な景品類及び表示により顧客の誘引を防止することを目的として制定されており、公正取引委員会が

景品類の制限及び禁止、不当な表示の防止等の措置をとる場合があります。 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」では、イベント等において景品を提供しておりますが、景品類の最高額及び総額につきましては

「不当景品類及び不当表示防止法」の規制を遵守しております。 

  

(4）「著作権法」 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」の店舗でのカラオケ、ビデオ（ＤＶＤ）上映、有線放送については「著作権法」の規制を受けて

おります。同法は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、

これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的と

して制定されております。 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」では日本音楽著作権協会に入会し、著作物利用に対する許諾を得た上で店舗での利用を行ってお

ります。 

  

(5）「食品衛生法」 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」の店舗では、一部の店舗のフードコーナーにおいて飲食の提供を行っており、「食品衛生法」の

規制を受けております。同法は飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的と

して制定されており、食品の規格・衛生管理・営業許可等を定め、飲食店営業を営もうとする者は、都道府県知事の許可を

受けなければならないとしております。フードコーナーは当社委託先が運営を行っており、委託先において「飲食店業」と

しての許可を得て営業を行っております。 

  

３．会員の個人情報の管理について 

 「ＪＪＣＬＵＢ１００」は完全会員制を採用しており、全ての顧客が初回来店時に身分証明書を提示した上で会員登録を行っ

ており、当社はこれらの個人情報と施設の利用履歴情報を連動させたデータベースを構築・集積しております。当社といたしま

しては、セキュリティレベルの高いデータベースサーバーに会員情報を格納するとともに、会員情報を分析・閲覧が可能な社員

を限定し、必要者にのみ個人認証用ＩＤ番号と、パスワードを提供して情報の漏洩を防ぐ措置をとっております。しかしなが

ら、万一不測の事態により当社が保有する会員情報が外部に漏洩した場合は、顧客への信用低下、損害賠償費用等により当社の

業績に影響を与える可能性があります。 



４．関連当事者との取引について 

第11期：自 平成15年８月１日 至平成16年７月31日 

(1）親会社及び法人主要株主等 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注）１．フランチャイズ事業に関する業務委託料は、同社のフランチャイズ関連の代行業務における標準的な取引条件を基礎と

し、交渉の上決定しております。 

２．㈱ベンチャー・リンクは平成16年４月27日に実施した株式譲渡により、その他の関係会社には該当しないこととなり、

関連当事者にも該当しないこととなりました。よって、取引金額は平成15年８月１日から平成16年４月26日までの金額

を記載しており、買掛金及び未払金残高についても平成16年４月末残高を記載しております。 

３．上記金額のうち取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

  

(2）役員及び個人主要株主等 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注）１．五島洋は当社の監査役でしたが、平成15年10月31日付にて当社の顧問弁護士としての業務に専念するため、当該役職を

辞任いたしました。よって、取引金額は平成15年８月1日から平成15年10月31日までの金額を記載しております。 

２．上記金額のうち取引金額には消費税等は含まれておりません。 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

その他の
関係会社 

㈱ベンチ
ャー・リ
ンク 

東京都 
台東区 

13,222
コンサル
ティング
業 

(被所有)
直接 
9.4 

－

フランチ
ャイズ事
業に関す
る各種業
務委託 

フランチャ
イズ事業に
関する業務
委託料の支
払(注1) 

56,572 

買掛金 7,534

未払金 6,090

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員及び
その近親
者 

五島洋 － － 
当社監査
役 

－ － －
当社に対す
る法務アド
バイス等 

1,838 － － 



(3）兄弟会社等 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注）１．当社は㈱ベンチャー・リンクコミュニケーションズに対し、秘密保持契約を結び、情報処理業務の委託を行っておりま

す。 

２．当社は店舗内装施工については、㈱日商インターライフ及び複数の取引先との見積りを考慮して取引を行っておりま

す。 

３．平成15年11月21日付にて、㈱ベンチャー・リンクは同社グループで保有する㈱日商インターライフ全株式を譲渡し、異

動後は株式を保有しておりません。よって、㈱日商インターライフとの取引金額は平成15年８月1日から平成15年11月20

日までの金額を記載しており、売掛金、買掛金及び未払金残高についても平成15年11月末残高を記載しております。 

４．㈱ベンチャー・リンクは平成16年４月27日に実施した株式譲渡により、その他の関係会社には該当しないこととなり、

関連当事者にも該当しないこととなりました。よって、同社の子会社である㈱ベンチャー・リンクコミュニケーション

ズとの取引金額は平成15年８月１日から平成16年４月26日までの金額を記載しており、買掛金残高についても平成16年

４月末残高を記載しております。 

５．上記金額のうち取引金額には消費税等を含まず、期末残高には、消費税等を含んで表示しております。 

  

第12期：自 平成16年８月１日 至平成17年７月31日 

 該当事項はありません。 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

その他の
関係会社
の子会社 

㈱ベンチ
ャー・リ
ンクコミ
ュニケー
ションズ 
(注1.4) 

東京都 
中央区 

569

ＰＯＳシ
ステムの
設計・運
用 

－ －

店舗用設
備機器
（ＰＯＳ
システ
ム）の仕
入 

フランチャ
イズ店舗用
設備機器
（ＰＯＳシ
ステム）の
支払 

82,005 買掛金 35,688

㈱日商イ
ンターラ
イフ 
(注2.3) 

東京都 
北区 

5,018
店舗内装
施工 

－ －
店舗用内
装工事等
の請負 

フランチャ
イズ店舗内
装工事斡旋
手数料の受
入 

13,165 売掛金 3,454

店舗用設備
工事代等の
支払 

31,869 
買掛金 6,745

未払金 1,155



５．今後の事業展開について 

(1）中国における生産・物流拠点の立ち上げについて 

 当社は、新規出店時における設備投資の圧縮を図るため、店舗設備の多くを中国を中心とした海外の生産工場から調達して

おります。しかしながら、現在のところ、設備投資の中で大きな割合を占める内外装に関する投資コスト及び店舗設備の保管

コストにつきましては、その大半を国内に依存していることから更なる圧縮が困難な状況となっております。 

 当社では、このような現状を踏まえ、内装部材、看板、什器・備品及びアイテムの一部等の生産・物流拠点を中国において

立ち上げ、新規出店時の更なる設備投資及び保管コストの削減を図り、将来的には自社のみならず異業種も含めた他のチェー

ン店等への店舗設備販売事業の確立を実現すべく、現地において調査・検討を進めております。しかしながら、当該事業につ

いては準備段階にあり、当社の業績への影響については予測が困難な状況にあります。 

  

(2）海外における店舗展開について 

 当社では「ＪＪＣＬＵＢ１００」の国内における店舗展開を進めてまいりましたが、今後の事業展開を見据え、中国・韓

国・台湾等の海外市場における市場及び法的規制の調査、現地における業務提携・マスターライセンス（海外の一定地域への

出店を行う権利）販売先の選定等の準備を進めております。 

 当社といたしましては、現地における十分な調査及びカントリーリスクを考慮したリスクマネジメントを行いつつ店舗展開

を行う方針でありますが、当該事業の成功は保証できるものではありません。 

  

(3）「ＪＪＣＬＵＢ１００」に帰属する会員を活用した事業展開について 

 当社が運営する「ＪＪＣＬＵＢ１００」は完全会員制を採用しております。会員数は平成17年７月末現在529万人と急増して

おり、当社の重要な経営資源であると認識しております。当社では、急増する「ＪＪＣＬＵＢ１００」の会員を活用した新規

事業を模索しており、現在のところ、会員向けプロモーション・マーケティング受託事業、インターネット・携帯電話を利用

した通信販売事業及びインターネット上のコミュニティー運営事業等を検討しております。 

 しかしながら、上記事業につきましては、検討段階にあり、これらの事業が実現するか否かは、当社の業績に影響を与える

可能性があります。 

  

６．その他 

(1）配当政策について 

 当社は、第６期（平成11年７月期）、第７期（平成12年７月期）及び第８期（平成13年７月期）につきましては配当実績が

ございますが、その後は「ＪＪＣＬＵＢ１００」に係る事業が本格化し、早急に店舗展開を行うことを優先させてきたため配

当は実施しておりません。今後の配当につきましては、株主の皆様への適切な利益配分、店舗展開、新規事業に係る投資及び

内部留保とのバランスを勘案しながら、企業価値の最大化に努めてまいります。 

  

(2）ストックオプション制度について 

 当社は、平成15年７月15日開催の臨時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議に基づき、当社取締役及び当社の経営方針

等に助言を行う外部協力者を対象に、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づくストックオプションを目的とした

新株予約権の無償発行を行っております。また、平成16年10月27日開催の第11期定時株主総会において当社取締役及び当社従

業員を対象に、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づくストックオプションを目的とした新株予約権の無償発行

を行う決議を行っております。 

 今後も株主総会の承認が得られる範囲内において、このようなストックオプションの付与を継続する方針であります。その

ため、ストックオプションの行使がなされた場合には、当社株式価値の希薄化による影響を受ける可能性があります。 

 当該ストックオプションの内容につきましては「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2）新株

予約権等の状況及び（7）ストックオプション制度の内容」をご参照下さい。 

  

  



５【経営上の重要な契約等】 

(1）「ＪＪＣＬＵＢ１００」フランチャイズチェーン加盟契約 

 当社は、「ＪＪＣＬＵＢ１００」フランチャイズチェーンを展開するために、加盟店との間に加盟契約を締結しておりま

す。契約内容の要旨は、次のとおりであります。 

  

(2）「ＪＪＣＬＵＢ１００」フランチャイズ展開に関する業務提携契約 

 当社は、株式会社ベンチャー・リンクとの間で「ＪＪＣＬＵＢ１００」のフランチャイズチェーンの加盟店獲得に関して、

フランチャイズ展開に関する業務提携契約を締結しております。契約内容の要旨は、次のとおりであります。 

 （注）１．平成15年６月17日以前のフランチャイズ加盟契約においては、１店舗につき800万円を同社に対して支払うこととなって

おりました。 

２．平成16年５月以降、当社が全フランチャイズ店舗のスーパーバイジングを行っております。 

  

（3）資本提携に関連する業務提携契約 

  

６【研究開発活動】 

 特記すべき事項はございません。 

名称 「ＪＪＣＬＵＢ１００」フランチャイズチェーン加盟契約

内容 
当社が統轄し開発したノウハウに基づいて運営される「ＪＪＣＬＵＢ１００」フランチャイズチ
ェーンに加入し、加盟店として契約時に定めた場所において、また当社が定める標識の使用によ
って店舗を自ら開店し、経営する権限を付与する（２年間毎の自動更新）。 

契約期間 
契約締結日から12ヶ月を経過した日及び契約店舗開店日のうちで、どちらか先に到来した日から
５年間。ただし、延長条項が存在する。 

契約条件 

加盟金 契約締結時に1,000万円の支払い

保証金 契約締結時に300万円を預託

ロイヤルティ 店舗の月間総売上高の６％の支払い

資材販売 什器備品、営業消耗品、商品などのうち当社が指定する物品の販売・レンタル 

名称 「ＪＪＣＬＵＢ１００」フランチャイズ展開に関する業務提携契約

内容 
株式会社ベンチャー・リンクは、当社経営の「ＪＪＣＬＵＢ１００」の加盟店候補者の発掘・紹
介を行う。当社は、この加盟店候補者に対して最終的な審査及び決定を行う。 

契約期間 
平成14年８月21日から平成19年８月20日まで。
ただし、延長条項が存在する（１年間毎の自動更新）。 

契約条件 

① 当社は、株式会社ベンチャー・リンクが発掘・紹介した新たな加盟店と加盟契約を締結した
場合、同社に１店舗につき500万円を支払う。（注１） 

② 営業開始後、対象店舗から徴収するロイヤルティの10％の金額及び株式会社ベンチャー・リ
ンクがスーパーバイジングを行う場合、対象店舗から徴収するロイヤルティの40％の金額を株
式会社ベンチャー・リンクに支払う。（注２） 

相手先の名称 株式会社インデックス 

内容 
当社経営の「ＪＪＣＬＵＢ１００」及び多店舗展開した事業に関連して当社が収集した会員を活
用したオンライン・データ・マーケティング事業の実現及び運営等。 

契約期間 
平成17年７月12日から平成20年７月11日まで。
ただし、延長条項が存在する（１年間毎の自動更新）。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 当期（平成16年８月１日から平成17年７月31日まで）における財政状態及び経営成績の分析は以下のとおりであります。 

 文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成17年10月28日）現在において当社が判断したものでありま

す。 

  

(1）重要な会計方針及び見積り 

 当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表

を作成するにあたり重要となる会計方針につきましては、「第５ 経理の状況 ２財務諸表等 重要な会計方針」に記載され

ているとおりであります。 

 当社は、税効果会計、貸倒引当金、たな卸資産の評価、減価償却資産の耐用年数の設定、投資その他の資産の評価、訴訟等

の偶発事象などに関して、過去の実績や当該取引の状況に照らして、合理的と考えられる見積り及び判断を行い、その結果を

資産・負債の帳簿価額及び収益・費用の金額に反映して財務諸表を作成しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性

があるため、これらの見積りと異なる場合があります。 

 なお、当社が行っている会計上の見積りのうち、特に重要なものとしては、次のものがあります。 

① たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 たな卸資産の評価基準及び評価方法につきましては総平均法による原価法を採用しております。 

② 固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産における長期前払費用につきましては下記の償却方法を採用してお

ります。 

1)有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法）を採用しておりま

す。 

 また、取得価格が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については３年均等償却、器具備品のうち賃貸用資産

（ゲーム機）及び自社店舗営業用備品の一部（ゲーム機等）については２年均等償却によっております。 

2)無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 

3)投資その他の資産における長期前払費用 

 均等償却を採用しております。 

③ 貸倒引当金の計上基準 

 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

  

(2）財政状態の分析 

（流動資産） 

 流動資産につきましては、前期末から1,885,625千円増加し、3,536,333千円となりました。これは主として第三者割当増資

に伴う現金及び預金の増加1,958,956千円によるものであります。 

  

（固定資産） 

 固定資産につきましては、前期末から1,297,023千円増加し、3,242,508千円となりました。これは主に、直営店舗出店に伴

う店舗内装・店舗アイテムに伴う設備投資を中心とした有形固定資産の増加966,989千円、直営店出店に伴う差入保証金の増加

172,959千円によるものであります。 



（流動負債） 

 流動負債につきましては、前期末から112,452千円減少し、1,654,243千円となりました。これは主に、企業規模拡大に伴う

未払金の増加475,329千円、返済による短期借入金の減少320,000千円、長期借入金からの振替による１年以内返済予定の長期

借入金の減少179,422千円、直営店出店に伴う店舗内装・アイテムに関する買掛金の減少128,281千円によるものであります。 

  

（固定負債） 

 固定負債につきましては、前期末から52,875千円増加し、1,054,615千円となりました。これは主に、長期借入金の借り入れ

による増加88,935千円、フランチャイズ加盟店からの長期預り保証金の増加84,300千円、新規のリース契約減少に伴う長期未

払金の減少119,085千円によるものであります。 

  

（資本） 

 資本につきましては、前期末から3,242,224千円増加し、4,069,983千円となりました。これは主に、第三者割当増資等によ

る株式発行による資本金・資本準備金の増加2,906,821千円、当期純利益が335,320千円になったことによる利益剰余金の増加

335,320千円によるものであります。この結果、自己資本比率は前期の23.0％から60.0％と37.0ポイントの上昇となりました。

  

(3）キャッシュ・フローの分析 

 当期における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前期末に比べ1,952,949千円増加し、当期末には

2,728,942千円となりました。 

 また、当期における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は1,095,017千円となりました。これは主に、仕入債務の減少額128,281千円、法人税等の支払

額315,028千円等による減少要因があったものの、税引前当期純利益671,598千円、減価償却費565,969千円等の増加要因による

ものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は1,418,786千円となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入286,664千円等が

ありましたが、有形固定資産の取得による支出1,573,286千円、差入保証金の払込みによる支出179,663千円等によるものであ

ります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は2,276,412千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,140,487千円等が

ありますが、第三者割当増資等による株式発行による収入2,878,744千円によるものであります。 



（キャッシュ・フローの指標） 

 （注） 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※１．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利

子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払

いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

２．平成15年７月期までは連結キャッシュ・フロー計算書を作成していたため、キャッシュ・フロー計算書は記載しており

ません。従いまして、平成15年７月期の営業活動によるキャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の数値を

用いております。 

３．時価ベースの自己資本比率につきましては、当社は平成16年７月期まで当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もして

いないため記載しておりません。 

  

(4）経営成績の分析 

 当期における売上高は7,090,764千円（前期比1,524,964千円増）、売上総利益は2,170,328千円（前期比585,640千円増）、

販売費及び一般管理費は1,372,884千円（前期比279,689千円増）、営業利益は797,443千円（前期比305,950千円増）、経常利

益は753,330千円（前期比297,025千円増）、当期純利益は335,320千円（前期比116,463千円増）となっております。 

  

（売上高） 

 部門別内訳は、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要」に記載のとおりであります。前期に引続き「ＪＪＣＬＵＢ１０

０」の多店舗展開が加速化したことに伴い、会員制レジャー事業の事業規模が拡大したため全社の売上高は前期比27.4%増と

なっております。 

  

（売上総利益） 

 直営事業の売上総利益は79,175千円となりました。また、フランチャイズ事業につきましては、フランチャイズ店舗の出店

加速化に伴う店舗設備の販売が急拡大したこと等により2,046,971千円の売上総利益を確保することができました。以上により

売上総利益は2,170,328千円となりました。この結果、売上総利益率は、フランチャイズ事業の売上総利益率の改善が進んだ結

果、30.6%（前期比2.1ポイント増加）となっております。 

  

（販売費及び一般管理費） 

 当期の販売費及び一般管理費は、事業規模拡大に伴う人件費の増加や旅費交通費の増加があったもののマーケティングや店

舗運営力の強化等により効率的な販売促進活動を行ってきた結果、広告宣伝費等の削減も行ってまいりました。 

 これらにより前期より279,689千円増加し、1,372,884千円となりましたが売上高対販売費及び一般管理費比率は19.4％と前

期比で0.3ポイント良化しております。 

 この結果、営業利益は797,443千円（前期比305,950千円増）となり、売上高営業利益率は11.2%（前期比2.4ポイント増加）

となっております。 

  平成15年７月期 平成16年７月期 平成17年７月期 

自己資本比率（％） 22.4 23.0 60.0 

時価ベースの自己資本比率（％） － － 446.8 

債務償還年数（年） 5.5 2.0 1.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 11.1 23.0 47.3 



（営業外損益及び特別損益） 

 営業外収益16,522千円（前期比5,143千円増）、営業外費用60,635千円（前期比14,068千円増）、特別利益90,204千円（前期

比14,897千円減）、特別損失171,935千円（前期比26,864千円増）を計上いたしました。 

 営業外収益の主な増加は、事業規模の拡大に伴う自動販売機の受取手数料10,883千円であります。営業外費用の増加は主に

新株発行費28,077千円であります。特別損失の増加は主に本社移転に伴う固定資産除却損128,629千円であります。 

 以上の結果、経常利益は753,330千円（前期比297,025千円増）、当期純利益は335,320千円（前期比116,463千円増）となっ

ております。 

  

  



第３【設備の状況】 

  

１【設備投資等の概要】 

 当事業年度の設備投資については、時間消費型会員制複合レジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」の店舗投資等を中心に鈴鹿店

231,750千円、太宰府店205,679千円、新宮店202,598千円、貝塚店189,164千円等の投資を実施いたしました。 

 当事業年度中に重要な影響を及ぼす設備の除却、売却等はありません。 

  

２【主要な設備の状況】 

 当社における主要な設備は、以下のとおりであります。 

 （注）１．帳簿価額のうち、その他は構築物、車輌運搬具及び建設仮勘定であります。なお、上記金額は消費税等を含んでおりま

せん。 

２．リース契約による主な賃借設備は、以下のとおりであります。 

          平成17年７月31日現在 

事業所名 
（所在地） 

設備の
内容 

帳簿価額（千円）
従業員数 
（人） 

建物 器具備品 
土地
(面積㎡) 

ソフト
ウェア 

その他 合計

直営店舗        

近畿地区 
石津店他７店舗 

店舗 1,080,559 142,523 
－
(－)

－ 63,343 1,286,425 82 

関東・中日本地区 
アイリス鈴鹿店他２店
舗 

店舗 210,432 7,735 
－
(－)

－ 472,455 690,622 15 

九州地区 
大宰府店他１店舗 

店舗 303,442 10,420 
－
(－)

－ 52,215 366,078 18 

本社、東京支社 事務所 35,675 122,769 
－
(－)

34,712 7,383 200,541 79 

合計 － 1,630,109 283,448 － 34,712 595,397 2,543,668 194 

  
事業所名 

（主な所在地） 
リース期間 年間リース料（千円） リース契約残高（千円）

  
直営店舗設備 
（所有権移転外ファイナ
ンス・リース） 

３年～７年 158,917 552,051 

  
事務機器等本社内設備 
（所有権移転外ファイナ
ンス・リース） 

３年～５年 11,692 23,979 



３【設備の新設、除却等の計画】 

重要な設備の新設等 

 平成17年７月31日現在における重要な設備の新設計画は次のとおりであります。 

 （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  

事業所名 
（所在地） 

設備の
内容 

投資予定金額 
資金調達
方法 

着手及び完了予定
増加売場
面積 
（坪） 

総額
（千円） 

既支払額 
（千円） 

着手 完了

直営店 
宇都宮店、千葉浜野店 
他６店舗 

店舗 3,000,000 438,090 自己資金
平成17年７月

～ 
平成18年７月 

平成17年８月
～ 

平成18年７月 
12,020 



第４【提出会社の状況】 

  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 （注）１．平成17年４月５日開催の取締役会の決議による株式分割に伴い、商法218条第２項の規定に基づき、平成17年６月20日付

で授権株式数は199,552株増加し、249,440株となっております。 

２．平成17年10月27日開催の取締役会において、定款の変更を行い、会社が発行する株式の総数は同日より204,320株増加

し、453,760株となっております。 

  

②【発行済株式】 

 （注）１．平成17年９月22日開催の臨時取締役会に基づき、平成17年10月11日付をもって、第三者割当増資による新株式の発行を

行っております。 

これにより、発行済株式総数は117,540株となっております。 

２．「提出日現在発行数」欄には、平成17年10月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成15年７月15日臨時株主総会決議 

 （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整し、調整の

結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 249,440 

計 249,440 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成17年７月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成17年10月28日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 113,440 117,540
東京証券取引所
（マザーズ） 

－ 

計 113,440 117,540 － － 

区分 
事業年度末現在

（平成17年７月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成17年９月30日） 

新株予約権の数（個） 420 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（注１）（株） 420 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注４） 10,000 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年８月１日から
平成25年７月14日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（注２，４）（円） 

発行価格   10,000
資本組入額   5,000 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注３） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注３） 同左 



２．行使時に１株につき払込をすべき金額（以下、「払込価額」という）は、権利付与日以降に当社が払込価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数はこれを切り上げます。 

（当社普通株式の分割または併合が行われる場合） 

（払込価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合） 

３．当該ストックオプションに係る行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

① 新株予約権の割当を受けた当社の取締役、監査役及び従業員は、権利行使時において当社の取締役、監査役、従業員

の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、会社都合による退職、その他当社取締役会が認める正

当な事由のある場合はこの限りではありません。 

② 新株予約権の割当を受けた当社外部の事業協力者は、権利行使時においても同等の地位にあること、または当社の取

締役、監査役、従業員の地位にあることを要します。ただし、上記のいずれでもない場合であっても、新株予約権の

行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期につき当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りで

はありません。 

③ 新株予約権の譲渡、質入その他の処分をすることはできません。 

④ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者で締結した新株予約権割当契約によるものとします。 

４．平成17年６月20日付の１株につき５株の割合による株式分割に伴い、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行

使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。 

  

② 平成16年10月27日定時株主総会決議 

 平成16年10月27日開催の定時株主総会で600個を上限とした新株予約権を発行する旨を決議し、平成16年11月30日と平成17

年２月22日開催の取締役会で決議した結果、それぞれ540個と10個の新株予約権を発行しています。 

（平成16年11月30日の取締役会決議） 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数 

区分 
事業年度末現在

（平成17年７月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成17年９月30日） 

新株予約権の数（個）（注１） 536 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（注１，２）（株） 536 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(注３，５)（円） 137,319 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年10月27日から
平成26年10月26日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）（注５） 

発行価格  137,319
資本組入額  68,660 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注４） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４） 同左 



（平成17年２月22日の取締役会決議） 

 （注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職等により付与対象でなくなった新株予約権

の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整し、調整の

結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

ただし、かかる調整は、未行使の新株予約権についてのみ行われるものとし、調整の結果生じる１株未満の株式は、こ

れを切り捨てます。 

また、当社が他社と吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他調整の必要を生じた場合には、当社は、合理的な範

囲内で、新株予約権の目的たる株式数について、必要と認める調整を行うことができます。 

３．払込価額は、下記①から④に定めるところにより調整されるものとします。 

① 当社が株式分割（配当可能利益または、準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下同様とする。）また

は、株式併合を行う場合には、次の算式により、１株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数

はこれを切り上げます。 

② 当社が、時価を下回る価額をもって普通株式を発行する場合には、次の算式により、１株当たりの払込金額を調整

し、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げます。なお、下記算式における「既発行普通株式数」には、

当社が自己株式として保有する普通株式の数は含まれないものとします。 

③ 当社が、時価を下回る価額をもって当社の普通株式を取得しうる新株予約権もしくはかかる新株予約権を付与された

証券を発行する場合、またはこれらに類する証券等を発行する場合、または時価を下回る処分価額をもって商法第211

条に従って、当社が自己株式として保有する普通株式を処分する場合には、上記②に準じて、払込価額を調整しま

す。なお、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式の数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たりの処分

価額」に、「新規発行前の普通株式の時価」を「処分前の普通株式の時価」に、それぞれ読み替えて適用します。 

④ 当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、株式交換または株式移転を行う場合、または、会社分割を行

う場合、その他調整の必要が生じた場合には、当社は合理的な範囲で、払込価額について、必要と認める調整を行う

ことができます。 

区分 
事業年度末現在

（平成17年７月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成17年９月30日） 

新株予約権の数（個）（注１） 8 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（注１，２）（株） 8 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 (注３，５)（円） 158,340 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年10月27日から
平成26年10月26日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）（注５） 

発行価格  158,340
資本組入額  79,170 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注４） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４） 同左 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

    既 発 行
普通株式数

＋ 
新規発行普通株式数×１株当たり払込金額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
新規発行前の普通株式の時価 

既発行普通株式数 ＋ 新規発行普通株式数 



４．新株予約権の行使条件 

① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の権利行使時において、当社ならびに当社の子会社の取締役、監査役お

よび従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこ

の限りではありません。 

② 新株予約権の相続は認めません。 

③ 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません。 

④ 新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の１株の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うこと

ができます。 

⑤ その他の新株予約権の行使条件は、本総会決議に基づく新株予約権の発行決議および当社と新株予約権者との間で締

結する新株予約権割当契約（以下「新株予約権割当契約」という。）に定めるところによります。 

⑥ 下記のいずれかに該当する場合には、取締役会決議をもって、新株予約権の全部を無償で消却することができます。 

(ⅰ)当社を消滅会社とする合併が行われる場合 

(ⅱ)当社を完全子会社とする株式交換または株式移転が行われる場合 

⑦ 新株予約権者につき、新株予約権割当契約に定める新株予約権の喪失事由が発生した場合には、取締役会決議をもっ

て、当該新株予約権者の有する未行使の新株予約権の全部を無償で消却することができます。 

⑧ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 

  

５．平成17年６月20日付の１株につき５株の割合による株式分割に伴い、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行

使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．株式分割 

１株を８株に株式分割 

２．有償第三者割当 

発行株数    4,402株  発行価格   50,000円 

資本組入額  25,000円  割当先  ㈱ベンチャー・リンク、リンク・インベストメント㈱、株式会社ネクストジャ

パン従業員持株会他19名 

３．有償第三者割当 

発行株数     400株  発行価格   50,000円 

資本組入額  25,000円  割当先  ㈱三井住友銀行 

４．有償第三者割当 

発行株数    1,320株  発行価格   50,000円 

資本組入額  25,000円  割当先  渡邊一正、取引先１社、株式会社ネクストジャパン従業員持株会他３名 

５．有償一般募集増資（ブックビルディング方式による募集） 

発行株数    2,500株  発行価格  390,000円 引受価格 362,700円  発行価格 297,500円 

資本組入額  148,750円  払込金総額 906,750千円 

６．株式分割 

１株を５株に株式分割（取締役会決議日 平成17年４月５日） 

７．有償第三者割当 

発行株数    7,970株  発行価格  250,950円 

資本組入額  125,475円  割当先  ㈱インデックス 

８．決算日後、平成17年10月11日を払込期日とする第三者割当による新株式4,100株（発行価格243,943円、資本組入額

121,971.5円）の発行により、平成17年10月12日に資本金は500,083千円、資本準備金は500,083千円増加し提出日現在の

発行済株式総数は117,540株となっております。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成13年10月25日 
（注１） 

10,913 12,472 － 99,950 － 33,000

平成14年７月30日 
（注２） 

4,402 16,874 110,050 210,000 110,050 143,050

平成14年11月20日 
（注３） 

400 17,274 10,000 220,000 10,000 153,050

平成15年７月31日 
（注４） 

1,320 18,594 33,000 253,000 33,000 186,050

平成16年９月１日 
(注５) 

2,500 21,094 371,875 624,875 534,875 720,925

平成17年６月20日 
(注６) 

84,376 105,470 － 624,875 － 720,925

平成17年７月28日 
（注７） 

7,970 113,440 1,000,035 1,624,910 1,000,035 1,720,960



(4）【所有者別状況】 

 （注） 「その他の法人」及び「端株の状況」の欄には証券保管振替機構名義の株式が81株含まれております。 

  

(5）【大株主の状況】 

 （注） 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数はすべて信託業務に関わる株式であります。 

  

    平成17年７月31日現在

区分 

株式の状況

端株の状況
（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法
人 

外国法人等
個人その他 計 

個人以外 個人

株主数（人） － 6 10 73 20 2 4,508 4,619 － 

所有株式数
（株） 

－ 6,291 2,498 19,825 4,684 11 80,131 113,440 81 

所有株式数の
割合（％） 

－ 5.55 2.20 17.47 4.13 0.01 70.64 100.00 － 

    平成17年７月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

長江 芳実 大阪府箕面市箕面８－14－40 46,510 40.99 

有限会社エムエムエム 大阪府箕面市箕面８－14－40 8,000 7.05 

株式会社インデックス 
東京都世田谷区太子堂４－１－１ キャロ
ットタワー 

7,970 7.02 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 2,000 1.76 

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１－８－11 1,614 1.42 

渡邊 一正 大阪府豊中市少路１－13－30－903 1,500 1.32 

松井証券株式会社（一般信用
口） 

東京都千代田区麹町１－４ 1,354 1.19 

バークレイズ バンク ピー
エルシー バークレイズキャ
ピタル セキュリティーズ 
エスビーエル ピービーアカ
ウント（常任代理人 スタン
ダードチャータード銀行） 

１CHURCHILL PLACE，LONDON E14 5HP，
UNITED KINGDOM 
（東京都千代田区永田町２－11－１ 山王
パークタワー21階） 

1,264 1.11 

田中 正 大阪市平野区加美西２－７－１－1008 1,250 1.10 

モルガン・スタンレーアンド
カンパニーインク（常任代理
人 モルガン・スタンレー証
券会社東京支店） 

1686 BROADWAY NEW YORK，NEW 
YORK10036，USA 
（東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 恵比寿
ガーデンプレイスタワー） 

1,240 1.09 

計 － 72,702 64.05 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が81株含まれております。また、「議決権の数」

欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数81個が含まれております。 

  

②【自己株式等】 

    平成17年７月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 113,440 113,440 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 113,440 － － 

総株主の議決権 － 113,440 － 

    平成17年７月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

  

  

  

  

  

決議年月日 平成15年７月15日

付与対象者の区分及び人数      （名） 
① 当社取締役    ２
② 当社の外部協力者 １ 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

決議年月日 平成16年11月30日

付与対象者の区分及び人数      （名） 
① 当社取締役    7
② 当社従業員    48 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（注１） 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

決議年月日 平成17年２月22日

付与対象者の区分及び人数      （名） 
① 当社取締役    １
② 当社従業員    １ 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（注１） 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 （注） 「当社は、商法第211条ノ３第１項第２号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。」旨

を定款に定めております。 

  

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

  

３【配当政策】 

 当社は、第６期（平成11年７月期）、第７期（平成12年７月期）及び第８期（平成13年７月期）につきましては配当実績がご

ざいますが、その後は「ＪＪＣＬＵＢ１００」に係る事業が本格化し、早急に店舗展開を行うことを優先させてきたため配当は

実施しておりません。今後の配当につきましては、株主の皆様への適切な利益配分、店舗展開、新規事業に係る投資及び内部留

保とのバランスを勘案しながら、企業価値の最大化に努めてまいります。 

  

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

なお、平成16年９月１日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はあ

りません。 

２．下段カッコ内の株価は、株式分割による権利落後の株価であります。 

  

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

２．下段カッコ内の株価は、株式分割による権利落後の株価であります。 

  

    平成17年10月27日現在

区分 株式の種類 株式数（株） 価格の総額（円） 

自己株式取得に係る決議 － － － 

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期 

決算年月 平成13年７月 平成14年７月 平成15年７月 平成16年７月 平成17年７月 

最高（円） － － － －
1,300,000 
（360,000） 

最低（円） － － － －
540,000 
（224,000） 

月別 平成17年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

最高（円） 855,000 1,170,000 
1,300,000
（360,000） 

355,000 294,000 296,000 

最低（円） 714,000 810,000 
1,060,000
（280,000） 

260,000 224,000 232,000 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（株） 

代表取締役 
社長 

  長江 芳実 昭和41年９月25日生

平成３年10月 正心館開設 館長就任 

平成５年８月 当社代表取締役社長就任（会社

設立、現任） 

46,510

取締役上席副
社長 

経営企画担当 渡邊 一正 昭和44年１月17日生

平成４年４月 株式会社関西リクルート人材セ

ンター（現株式会社リクルート

エイブリック）入社 

平成15年10月 当社常務取締役就任 

平成17年10月 当社取締役上席副社長就任（現

任） 

1,500

取締役副社長 企画開発担当 野稲 秀紀 昭和45年９月12日生

平成９年４月 株式会社ディックルネサンス入

社 

平成12年７月 当社入社 

平成14年７月 当社取締役ＦＣ事業担当就任 

平成16年10月 当社取締役東京支社長就任 

平成17年10月 当社取締役副社長就任（現任） 

650

取締役 
（非常勤） 

  谷間  真 昭和46年10月６日生

平成９年１月 公認会計士谷間真事務所開業

（現任） 

平成14年７月 当社非常勤取締役就任（現任） 

平成14年８月 株式会社プロ・クエスト代表取

締役就任（現任） 

平成16年11月 株式会社関門海 非常勤取締役

就任（現任） 

平成17年７月 株式会社ザッパラス 非常勤取

締役（現任） 

885

取締役 社長室長 藤原 治 昭和31年８月30日

昭和56年４月 日興證券株式会社入社（現日興

コーディアル証券株式会社） 

平成14年10月 当社入社 

平成16年８月 当社企画開発本部長就任 

平成16年10月 当社取締役企画開発本部長就任 

平成17年10月 当社取締役社長室長就任（現

任） 

55

取締役 営業統括本部長 炭本 健 昭和42年３月26日

平成６年10月 株式会社大阪有線放送社入社 

平成12年10月 当社入社 

平成16年８月 当社営業統括本部長就任 

平成16年10月 当社取締役営業統括本部長就任

（現任） 

140

常勤監査役   西山 富雄 昭和30年１月20日生

平成元年７月 株式会社テキスティールジャパ

ン入社 

平成10年５月 当社入社 

平成13年10月 当社取締役就任 

平成14年６月 当社内部監査室長就任 

平成15年８月 当社監査役就任（現任） 

85

監査役   田中 博之 昭和８年３月７日生

平成２年３月 大阪府曽根崎警察署長 

平成11年10月 当社顧問就任 

平成13年10月 当社監査役就任（現任） 

－

監査役   宮田 貞夫 昭和33年２月27日生

昭和56年４月 日興證券株式会社（現日興コー

ディアル証券株式会社）入社 

平成11年６月 合資会社ハンプティ・ビジネス

コンサルティング代表（現任） 

平成15年10月 当社監査役就任（現任） 

－

        計 49,825



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 当社では、企業理念を「我々はネクストジャパンを自己実現の場として社会に貢献する人創りを目指す」と定め、「人財」の

育成こそが企業としての最重要課題であると認識し、大胆な権限委譲及び人材登用を推進しております。権限委譲及び人材登用

により迅速かつ的確な経営判断・業務執行を行うことができる自立した「人財」の育成を図ることは、著しく変化する事業環境

において、当社が中長期的な成長を実現するために最も重要だと考えております。このような企業風土において、大胆な権限委

譲、人材登用の中で行われる業務執行を監督し、経営の透明性、健全性・遵法性の確保を図ることをコーポレート・ガバナンス

の基本的な考え方としております。 

  

(1）会社機関の内容及び内部統制システム、リスク管理体制の整備の状況 

 当社の取締役会は平成17年10月28日現在、6名（うち非常勤取締役１名）によって構成されており、月１回の定時取締役会の

ほか適宜臨時取締役会を開催しております。業務執行に関しては、営業開発本部長が事業運営、経営企画本部長が経営管理を

統括し、代表取締役社長及び非常勤取締役（公認会計士）が業務執行の支援・監督を行う体制としており、取締役全員によっ

て構成される毎週１回の経営戦略会議、取締役全員及び部門長によって構成される毎月１回の部門長会議を開催することで、

経営上の重要事項に関する迅速な意思決定を行うとともに取締役間の相互牽制及び部門長による業務執行の監督及びリスクマ

ネジメントを行っております。 

 また、当社では監査役制度を採用しており、平成17年10月28日現在、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成されており

ます。監査役は、定時取締役会、臨時取締役会及び必要に応じてその他社内会議に出席し、具体的な意見を具申するととも

に、リスクマネジメント、コンプライアンスを監視できる体制をとっております。あわせて、社長直轄の内部監査人を設置

し、監査役との連携により計画的な内部監査を実施しております。 

 当社におけるコーポレート・ガバナンスの概略図は以下のとおりであります。 

 

  

(2）会計監査の状況 

 会計監査は監査法人トーマツに依頼しており、業務を執行した社員は以下のとおりであります。 

指定社員 業務執行社員 大西 寛文 

指定社員 業務執行社員 中川 雅晴 

 また、監査補助者は公認会計士３名、会計士補４名です。 



(3）役員報酬及び監査報酬 

 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬及び監査法人に対する監査報酬は以下のとおりであります。 

  役員報酬：    監査報酬：  

  取締役に支払った報酬 92,460千円  監査契約に基づく監査
証明に係る報酬 

14,000千円

  監査役に支払った報酬 7,025千円  それ以外の報酬 －千円

  計 99,485千円  計 14,000千円



第５【経理の状況】 

  

１．財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規

則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第

５号）附則第２項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度（平成15年８月１日から平成16年７月31日まで）及び当事業年度

（平成16年８月１日から平成17年７月31日まで）の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けております。 

  

３．連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 

  

  



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
第11期

（平成16年７月31日現在） 
第12期 

（平成17年７月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※１  813,121 2,772,078 

２．受取手形 ※３  13,771 － 

３．売掛金   462,598 395,373 

４．商品   64,779 125,126 

５．前渡金   26,418 13,813 

６．前払費用   77,725 135,800 

７．繰延税金資産   35,471 61,071 

８．未収入金   150,213 12,644 

９．その他   32,222 45,529 

貸倒引当金   △25,613 △25,104 

流動資産合計   1,650,708 45.9 3,536,333 52.2

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産    

１．建物 ※１ 1,297,264 2,086,982  

減価償却累計額  281,297 1,015,966 456,872 1,630,109 

２．構築物  34,801 163,394  

減価償却累計額  2,562 32,239 13,471 149,923 

３．車両運搬具  12,804 16,590  

減価償却累計額  6,051 6,752 9,207 7,383 

４．器具備品  640,497 828,168  

減価償却累計額  283,971 356,525 544,719 283,448 

５．土地 ※１  100,926 － 

６．建設仮勘定   29,555 438,090 

有形固定資産合計   1,541,966 42.9 2,508,955 37.0



   
第11期

（平成16年７月31日現在） 
第12期 

（平成17年７月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

(2）無形固定資産    

１．ソフトウェア   61,612 34,712 

２．その他   1,795 1,691 

無形固定資産合計   63,408 1.8 36,403 0.5

(3）投資その他の資産    

１．投資有価証券   6,407 59,044 

２．出資金   － 3,278 

３．従業員長期貸付金   401 96 

４．破産債権、再生債
権、更生債権その他
これらに準ずる債権 

  40,978 84,598 

５．長期前払費用   28,083 62,435 

６．繰延税金資産   21,508 47,575 

７．差入保証金   200,448 373,407 

８．保険積立金   66,183 96,262 

９．その他   － 43,450 

貸倒引当金   △23,898 △72,998 

投資その他の資産合計   340,111 9.4 697,149 10.3

固定資産合計   1,945,485 54.1 3,242,508 47.8

資産合計   3,596,193 100.0 6,778,842 100.0

     



   
第11期

（平成16年７月31日現在） 
第12期 

（平成17年７月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金   283,955 155,673 

２．短期借入金   320,000 － 

３．１年以内返済予定の長
期借入金 

  433,358 253,936 

４．未払金   274,636 749,966 

５．１年以内支払予定の長
期未払金 

  120,409 47,649 

６．未払費用   72 － 

７．未払法人税等   197,000 289,754 

８．未払消費税等   59,822 18,692 

９．前受金   36,224 62,903 

10．預り金   24,175 10,995 

11．賞与引当金   11,746 56,200 

12．その他   5,293 8,472 

流動負債合計   1,766,695 49.1 1,654,243 24.4

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金   641,541 730,476 

２．長期未払金   146,836 27,751 

３．長期預り保証金   208,860 293,160 

４．その他   4,501 3,227 

固定負債合計   1,001,739 27.9 1,054,615 15.6

負債合計   2,768,434 77.0 2,708,858 40.0

     



  

  

  

   
第11期

（平成16年７月31日現在） 
第12期 

（平成17年７月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２  253,000 7.0 1,624,910 24.0

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  186,050 1,720,960  

資本剰余金合計   186,050 5.2 1,720,960 25.3

Ⅲ 利益剰余金    

(1）利益準備金  2,553 2,553  

(2）当期未処分利益  385,821 721,141  

利益剰余金合計   388,374 10.8 723,695 10.7

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

※４  334 0.0 416 0.0

資本合計   827,758 23.0 4,069,983 60.0

負債・資本合計   3,596,193 100.0 6,778,842 100.0

     



②【損益計算書】 

   
第11期

（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高    

１．直営店売上高  2,244,177 3,130,044  

２．フランチャイズ売上高  2,751,774 3,861,285  

３．商品販売売上高  513,941 －  

４．その他の売上高  55,906 5,565,799 100.0 99,434 7,090,764 100.0

Ⅱ 売上原価    

１．直営店売上原価  2,118,530 3,050,869  

２．フランチャイズ売上原
価 

 1,579,416 1,814,314  

３．商品販売売上原価  240,582 －  

４．その他の売上原価  42,581 3,981,111 71.5 55,252 4,920,436 69.4

売上総利益   1,584,687 28.5 2,170,328 30.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,093,194 19.7 1,372,884 19.4

営業利益   491,493 8.8 797,443 11.2

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  40 65  

２．デリバティブ評価益  2,916 420  

３．受取賠償金  3,809 －  

４．解約違約金  3,000 2,456  

５．受取手数料  － 10,883  

６．雑収入  1,613 11,379 0.2 2,696 16,522 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  37,137 24,778  

２．為替差損  1,908 －  

３．新株発行費  － 28,077  

４．雑損失  7,521 46,567 0.8 7,779 60,635 0.8

経常利益   456,304 8.2 753,330 10.6



   
第11期

（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅵ 特別利益    

１．営業権譲渡益 ※２ 87,000 －  

２．投資有価証券売却益  17,201 －  

３．固定資産売却益 ※３ 900 105,101 1.9 90,204 90,204 1.2

Ⅶ 特別損失    

１．デリバティブ解約損  90,693 －  

２．固定資産除却損 ※４ 28,193 128,629  

３．投資有価証券評価損  15,525 －  

４．賃借物件解約損  10,235 13,140  

５．固定資産売却損 ※５ 423 145,071 2.6 30,165 171,935 2.4

税引前当期純利益   416,335 7.5 671,598 9.4

法人税、住民税及び事
業税 

 226,047 388,000  

法人税等調整額  △28,570 197,477 3.6 △51,721 336,278 4.7

当期純利益   218,857 3.9 335,320 4.7

前期繰越利益   166,963 385,821 

当期未処分利益   385,821 721,141 

     



直営店売上原価 

   
第11期

（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

１．商品売上原価    

(1）期首商品たな卸高  3,661 4,945  

(2）当期商品仕入高  172,425 179,852  

合計  176,087 184,797  

(3）期末商品たな卸高  4,945 171,141 8.1 10,705 174,092 5.7

２．労務費   476,437 22.5 698,488 22.9

３．広告宣伝費   76,880 3.6 203,409 6.7

４．旅費交通費   33,029 1.6 40,807 1.3

５．水道光熱費   174,532 8.2 279,443 9.1

６．消耗品費   172,884 8.1 262,058 8.6

７．支払手数料   139,974 6.6 192,318 6.3

８．支払報酬   11,866 0.6 11,357 0.4

９．販売手数料   21,600 1.0 12,862 0.4

10．修繕費   16,353 0.8 17,479 0.6

11．賃借料   96,099 4.5 165,207 5.4

12．地代家賃   431,747 20.4 535,819 17.6

13．減価償却費   260,469 12.3 388,709 12.7

14．租税公課   20,526 1.0 32,447 1.1

15．その他   14,986 0.7 36,367 1.2

直営店売上原価   2,118,530 100.0 3,050,869 100.0



フランチャイズ売上原価 

注）※１ 第11期における他勘定受入高は、その他の売上原価からの商品の振替額であります。 

第12期における他勘定受入高は、固定資産からの商品の振替額であります。 

  

商品販売売上原価 

注）※１ 他勘定振替高は、その他の売上原価への商品の振替額8,053千円及び㈱マーシャルワールドジャパンへの営業譲渡によ

る商品の譲渡額61,328千円であります。 

    
第11期

（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

１．商品売上原価    

(1）期首商品たな卸高  － 51,780  

(2）当期商品仕入高  1,184,048 1,195,432  

(3）他勘定受入高 ※１ 208,808 126,499  

合計  1,392,857 1,373,712  

(4）期末商品たな卸高  51,780 1,341,077 84.9 112,655 1,261,057 69.5

２．外注費   148,042 9.4 412,754 22.8

３．減価償却費   90,297 5.7 140,502 7.7

フランチャイズ売上原価   1,579,416 100.0 1,814,314 100.0

     

   
第11期

（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

１．商品販売売上原価    

(1）期首商品たな卸高  72,277 －  

(2）当期商品仕入高  237,687 －  

合計  309,964 －  

(3）期末商品たな卸高  － －  

(4）他勘定振替高 ※１ 69,382 240,582 100.0 － － －

商品販売売上原価   240,582 100.0 － －

     



その他の売上原価 

注）※１ 他勘定受入高は、商品販売売上原価からの商品の振替額であります。 

※２ 他勘定振替高は、フランチャイズ売上原価への商品の振替額であります。 

  

   
第11期

（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

１．商品売上原価    

(1）期首商品たな卸高  99,606 8,053  

(2）当期商品仕入高  149,883 46,777  

(3）他勘定受入高 ※１ 8,053 －  

合計  257,543 54,830  

(4）期末商品たな卸高  8,053 1,766  

(5）他勘定振替高 ※２ 208,808 40,681 95.5 － 53,064 96.0

２．減価償却費   1,900 4.5 2,187 4.0

その他の売上原価   42,581 100.0 55,252 100.0



③【キャッシュ・フロー計算書】 

   
第11期

（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益  416,335 671,598 

減価償却費  385,378 565,969 

貸倒引当金の増加額  8,550 48,590 

賞与引当金の増加額  1,152 44,453 

受取利息及び受取配当金  △40 △86 

支払利息  37,137 24,778 

為替差損益  2,370 △306 

デリバティブ評価益  △2,916 △420 

投資有価証券売却益  △17,201 － 

投資有価証券評価損  15,525 － 

固定資産売却益  △900 △90,204 

固定資産売却損  423 30,165 

固定資産除却損  28,193 128,629 

新株発行費  － 28,077 

営業権譲渡益  △87,000 － 

売上債権の減少額（△増加額）  △170,162 37,376 

たな卸資産の減少額  49,437 24,759 

未収入金の増加額  △7,267 △3,194 

前払費用の増加額  △31,552 △59,782 

その他資産の増加額  △27,458 △48,241 

長期前払費用の減少額（△増加額）  3,476 △34,352 

仕入債務の増加額（△減少額）  139,130 △128,281 

未払金の増加額  40,033 113,749 

その他負債の増加額（△減少額）  77,105 △5,647 

長期預り保証金の入金による収入  98,500 84,300 

小計  958,252 1,431,929 

利息及び配当金の受取額  40 86 

利息の支払額  △37,013 △23,142 

法人税等の支払額  △79,335 △315,028 

法人税等還付金の受取額  7,613 1,171 

営業活動によるキャッシュ・フロー  849,556 1,095,017 



  

  

   
第11期

（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出  △5,007 △6,007 

定期預金の払戻による収入  35,503 － 

投資有価証券の取得による支出  △19,967 △52,500 

投資有価証券の売却による収入  41,668 － 

有形固定資産の取得による支出  △700,135 △1,573,286 

有形固定資産の売却による収入  7,244 286,664 

無形固定資産の取得による支出  △52,760 △8,410 

無形固定資産の売却による収入  10,000 － 

差入保証金の払込みによる支出  △123,729 △179,663 

差入保証金の返還による収入  11,566 6,704 

出資金の払込みによる支出  － △3,278 

営業権の譲渡による収入  17,000 140,763 

その他  △30,134 △29,773 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △808,753 △1,418,786 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純減少額  △130,000 △320,000 

長期借入れによる収入  500,000 1,050,000 

長期借入金の返済による支出  △296,456 △1,140,487 

長期未払金の返済による支出  △107,776 △191,845 

リースバックによる収入  75,932 － 

株式の発行による収入  － 2,878,744 

財務活動によるキャッシュ・フロー  41,699 2,276,412 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △2,370 306 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  80,132 1,952,949 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  695,859 775,992 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  775,992 2,728,942 



④【利益処分計算書】 

  

  

  次へ 

   
第11期

（株主総会承認日 
平成16年10月27日） 

第12期 
（株主総会承認日 
平成17年10月27日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  385,821  721,141 

Ⅱ 次期繰越利益  385,821  721,141 



重要な会計方針 

項目 
第11期

（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 

   決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

同左 

  時価のないもの 時価のないもの 

   移動平均法による原価法を採用して

おります。 

同左 

２．デリバティブの評価基準  時価法を採用しております。 同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 総平均法による原価法を採用しており

ます。 

同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用してお

ります。 

 また、取得価格が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については３

年均等償却、器具備品のうち賃貸用資

産（ゲーム機）及び自社店舗営業用備

品の一部（ゲーム機等）については２

年均等償却によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

同左 

  
  
建物及び構築物 10年～44年

器具備品 ２年～８年

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

同左 

  (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

   均等償却を採用しております。 同左 

５．繰延資産の処理方法 ────── 新株発行費 

     支出時に全額費用として処理してお

ります。 



  

追加情報 

  

  

  次へ 

項目 
第11期

（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   売上債権等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

同左 

７．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。 

同左 

第11期 
（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

────── 法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示方法 

   実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱」

（企業会計基準委員会 平成16年２月13日）が公表され

たことに伴い、当期から同実務対応報告に基づき法人事

業税の付加価値割及び資本割19,658千円を販売費及び一

般管理費として処理しております。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

第11期 
（平成16年７月31日） 

第12期
（平成17年７月31日） 

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 
  

建物 131,980千円

土地 100,926千円

計 232,907千円

 現金及び預金20,128千円を信用状開設による支払

承諾の担保に供しております。 

上記の担保付債務   

短期借入金及び長期借入金（１年以内に返済予

定を含む            431,107千円 

  

 上記以外に、現金及び預金20,123千円を信用状開

設による支払承諾の担保に供しております。 

  

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．授権株式数及び発行済株式総数 
  

  

授権株式数     普通株式 49,888株

発行済株式総数   普通株式 18,594株

授権株式数     普通株式 249,440株

（注）平成17年４月５日開催の取締役会の決議に

よる株式分割にともない、商法第218条第

２項の規定に基づき、平成17年６月20日付

で授権株式数は、199,552株増加し、

249,440株となっております。 

発行済株式総数   普通株式 113,440株

（注）平成16年９月１日に普通株式2,500株の公

募増資、平成17年６月20日に普通株式を

１:５の割合で株式分割、平成17年７月28

日に普通株式7,970株の第三者割当増資に

よる新株発行を実施しております。 

※３．期末日満期手形 ※３．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理しております。なお、当会計期間の末日

は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。 

────── 

  
受取手形 1,100千円

※４．配当制限 ※４．配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は334千円

であります。 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は416千円

であります。 



（損益計算書関係） 

第11期 
（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は11.3％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は

88.7％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は10.6％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は

89.4％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 
  

役員報酬 87,186千円

従業員給与手当 238,654千円

旅費交通費 85,669千円

減価償却費 41,647千円

賃借料 31,139千円

広告宣伝費 112,091千円

支払手数料 102,394千円

地代家賃 90,953千円

支払報酬 31,261千円

貸倒引当金繰入額 11,740千円

賞与引当金繰入額 11,065千円

役員報酬 99,485千円

従業員給与手当 251,749千円

旅費交通費 136,003千円

減価償却費 44,982千円

賃借料 20,360千円

広告宣伝費 95,047千円

支払手数料 107,094千円

地代家賃 127,707千円

支払報酬 67,982千円

貸倒引当金繰入額 49,800千円

賞与引当金繰入額 46,464千円

※２．営業権譲渡益の内容は次のとおりであります。 ※２．       ────── 
  

格闘技・フィットネス用品に係
る事業 

70,000千円

保険代理店に係る事業 17,000千円

合 計 87,000千円

  

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 
  

  
器具備品 900千円 建物 89,782千円

器具備品 77千円

土地 344千円

合 計 90,204千円

※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 
  

建物 13,961千円

車両運搬具 57千円

器具備品 4,325千円

ソフトウェア 9,292千円

長期前払費用 557千円

合 計 28,193千円

  

建物 53,017千円

器具備品 49,555千円

ソフトウェア 26,057千円

合 計 128,629千円

※５．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※５．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 
  

器具備品 423千円 土地 30,165千円



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

第11期 
（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 
  
現金及び預金勘定 813,121千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △37,128千円

現金及び現金同等物 775,992千円

現金及び預金勘定 2,772,078千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △43,135千円

現金及び現金同等物 2,728,942千円

２．営業権譲渡により減少した主な資産及び負債の内訳 ２．        ────── 

 格闘技・フィットネス用品の日本国内における販売

事業の営業権を㈱マーシャルワールドジャパンに譲渡

したことにより減少した資産の内訳 

  

  
流動資産 66,554千円

固定資産 4,208千円

資産合計 70,763千円

  



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

第11期 
（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
  

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械装置 83,208 27,833 55,374

器具備品 349,907 96,166 253,741

ソフトウェア 49,518 19,630 29,887

合計 482,634 143,630 339,003

取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械装置 83,208 44,214 38,994 

器具備品 730,739 231,750 498,988 

ソフトウェア 50,329 29,745 20,583 

合計 864,276 305,709 558,566 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 104,826千円

１年超 241,954千円

合計 346,781千円

１年内 205,787千円

１年超 370,243千円

合計 576,031千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 
  

支払リース料 96,584千円

減価償却費相当額 88,748千円

支払利息相当額 12,114千円

支払リース料 170,609千円

減価償却費相当額 161,668千円

支払利息相当額 18,605千円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする

定額法によっております。 

同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

同左 



（有価証券関係） 

第11期（平成16年７月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．当事業年度中に売却したその他有価証券 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注） 当事業年度において、投資有価証券について15,525千円減損処理を行っております。 

  

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

区分 種類 
取得原価
（千円） 

貸借対照表計上額
（千円） 

差額 
（千円） 

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるも
の 

(1）株式 1,350 2,585 1,235 

(2）債券 

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 1,350 2,585 1,235 

貸借対照表計上額が
取得原価を超えない
もの 

(1）株式 － － － 

(2）債券 

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3）その他 3,000 2,322 △677 

小計 3,000 2,322 △677 

合計 4,350 4,907 557 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

41,668 17,201 － 

区分 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式（店頭売買株式は除く） 1,500 

区分 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
(千円) 

５年超10年以内
(千円) 

10年超 
(千円) 

１．債券  

(1）国債・地方債 － － － － 

(2）社債 － － － － 

(3）その他 － － － － 

２．その他 － － 2,322 － 

合 計 － － 2,322 － 



第12期（平成17年７月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  

  

  次へ 

区分 種類 
取得原価
（千円） 

貸借対照表計上額
（千円） 

差額 
（千円） 

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるも
の 

(1）株式 1,350 2,665 1,315 

(2）債券 

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 1,350 2,665 1,315 

貸借対照表計上額が
取得原価を超えない
もの 

(1）株式 － － － 

(2）債券 

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3）その他 3,000 2,379 △620 

小計 3,000 2,379 △620 

合計 4,350 5,044 694 

区分 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 54,000 

区分 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
(千円) 

５年超10年以内
(千円) 

10年超 
(千円) 

１．債券  

(1）国債・地方債等 － － － － 

(2）社債 － － － － 

(3）その他 － － － － 

２．その他 － － 2,379 － 

合 計 － － 2,379 － 



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

第11期 
（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

(1）取引の内容 (1）取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では

通貨スワップ取引、金利関連では金利スワップ取引

であります。 

 なお、通貨スワップ取引は平成15年11月17日付で

解約いたしました。 

 利用しているデリバティブ取引は、金利関連で金

利スワップ取引を行っております。 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動に

よるリスク回避を目的としており、投機的な取引は

行わない方針であります。 

 デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリ

スク回避を目的としており、投機的な取引は行わな

い方針であります。 

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債

務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保

を図る目的で、また金利関連では借入金利等の将来

の金利市場における利率上昇による変動リスクを回

避する目的で利用しております。 

 デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市

場における利率上昇による変動リスクを回避する目

的で利用しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容 

 通貨スワップ取引は、為替相場の変動によるリス

クを、金利スワップ取引は市場金利の変動によるリ

スクを有しております。 

 なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限

定しているため信用リスクはほとんどないと認識し

ております。 

 金利スワップ取引においては、市場金利の変動に

よるリスクを有しております。なお、取引相手先は

高格付を有する金融機関に限定しているため信用リ

スクはほとんどないと認識しております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 (5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、

資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っており

ます。 

同左 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 (6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等

は、あくまでもデリバティブ取引における想定元本

であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク

の大きさを示すものではありません。 

同左 



２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  

金利関連 

  

区分 種類 

第11期（平成16年７月31日現在） 第12期（平成17年７月31日現在） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価
（千円） 

評価損益
（千円） 

契約額等
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益
（千円） 

市場取
引以外
の取引 

金利スワップ   

変動受取・固定支
払 

200,000 200,000 △3,944 △3,944 200,000 200,000 △3,523 △3,523

合計 200,000 200,000 △3,944 △3,944 200,000 200,000 △3,523 △3,523

  （第11期） （第12期） 

  （注）時価の算定方法 （注）時価の算定方法 

  取引先金融機関等から提示された価

格等に基づき算定しております。 

同 左 



（税効果会計関係） 

  

（持分法損益等） 

第11期（自 平成15年８月１日 至 平成16年７月31日） 

 該当事項はありません。 

第12期（自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日） 

 該当事項はありません。 

  

第11期 
（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
  
繰延税金資産  

未払事業税 15,877千円

未払事業所税 5,721千円

賞与引当金損金算入限度超過額 5,210千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 18,222千円

器具備品償却超過否認額 5,961千円

投資有価証券評価損否認額 6,210千円

繰延税金資産合計 57,202千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △222千円

繰延税金負債合計 △222千円

繰延税金資産の純額 56,979千円

繰延税金資産  

未払事業税 21,414千円

未払事業所税 5,360千円

賞与引当金損金算入限度超過額 24,967千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 38,527千円

器具備品償却超過否認額 12,443千円

投資有価証券評価損否認額 6,210千円

繰延税金資産合計 108,924千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △277千円

繰延税金負債合計 △277千円

繰延税金資産の純額 108,646千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 
  
法定実効税率 42.0％

（調整）  

交際費等永久差異項目 1.0％

住民税均等割 0.6％

留保金課税 5.6％

税額控除 △2.4％

その他 0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.4％
  

法定実効税率 40.0％

（調整）  

交際費等永久差異項目 0.9％

住民税均等割 1.8％

留保金課税 5.1％

その他 2.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.1％



【関連当事者との取引】 

第11期（自 平成15年８月１日 至 平成16年７月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注）１．フランチャイズ事業に関する業務委託料は、同社のフランチャイズ関連の代行業務における標準的な取引条件を基礎と

し、交渉の上決定しております。 

２．㈱ベンチャー・リンクは平成16年４月27日に実施した株式譲渡により、その他の関係会社には該当しないこととなり、

関連当事者にも該当しないこととなりました。よって、取引金額は平成15年８月１日から平成16年４月26日までの金額

を記載しており、買掛金及び未払金残高についても平成16年４月末残高を記載しております。 

３．上記金額のうち取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

  

(2）役員及び個人主要株主等 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注）１．五島洋は当社の監査役でしたが、平成15年10月31日付にて当社の顧問弁護士としての業務に専念するため、当該役職を

辞任いたしました。よって、取引金額は平成15年８月１日から平成15年10月31日までの金額を記載しております。 

２．上記金額のうち取引金額には消費税等は含まれておりません。 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金 
（百万円）

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 役員の

兼任等 
事業上の関
係 

その他
の関係
会社 

㈱ベンチャ
ー・リンク 

東京都 
台東区 

13,222 
コンサルテ
ィング業 

（被所有）
直接 
9.4 

－

フランチャ
イズ事業に
関する各種
業務委託 

フランチャ
イズ事業に
関する業務
委託料の支
払 

56,572 

買掛金 7,534

未払金 6,090

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金 
（百万円）

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 役員の

兼任等 
事業上の関
係 

役員及
びその
近親者 

五島洋 － － 当社監査役 － － －
当社に対す
る法務アド
バイス等 

1,838 － －



(3）兄弟会社等 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注）１．当社は㈱ベンチャー・リンクコミュニケーションズに対し、秘密保持契約を結び、情報処理業務の委託を行っておりま

す。 

２．当社は店舗内装施工については、㈱日商インターライフ及び複数の取引先との見積りを考慮して取引を行っておりま

す。 

３．平成15年11月21日付にて、㈱ベンチャー・リンクは同社グループで保有する㈱日商インターライフ全株式を譲渡し、異

動後は株式を保有しておりません。よって、㈱日商インターライフとの取引金額は平成15年８月１日から平成15年11月

20日までの金額を記載しており、売掛金、買掛金及び未払金残高についても平成15年11月末残高を記載しております。 

４．㈱ベンチャー・リンクは平成16年４月27日に実施した株式譲渡により、その他の関係会社には該当しないこととなり、

関連当事者にも該当しないこととなりました。よって、同社の子会社である㈱ベンチャー・リンクコミュニケーション

ズとの取引金額は平成15年８月１日から平成16年４月26日までの金額を記載しており、買掛金残高についても平成16年

４月末残高を記載しております。 

５．上記金額のうち取引金額には消費税等を含まず、期末残高には、消費税等を含んで表示しております。 

  

第12期（自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日） 

 該当事項はありません。 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金 
（百万円）

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 役員の

兼任等 
事業上の関
係 

その他
の関係
会社の
子会社 

㈱ベンチャ
ー・リンク
コミュニケ
ーションズ 
(注1,4) 

東京都 
中央区 

569 
ＰＯＳシス
テムの設
計・運用 

－ －

店舗用設備
機器（ＰＯ
Ｓシステ
ム）の仕入 

ＦＣ店舗用
設備機器
（ＰＯＳシ
ステム）の
支払 

82,005 買掛金 35,688

㈱日商イン
ターライフ 
(注2,3) 

東京都 
北区 

5,018 
店舗内装施
工 

－ －
店舗用内装
工事等の請
負 

ＦＣ店内装
工事斡旋手
数料の受入 

13,165 売掛金 3,454

店舗用設備
工事代等の
支払 

31,869 
買掛金 6,745

未払金 1,155



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

第11期 
（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

  

  

１株当たり純資産額 44,517.53円

１株当たり当期純利益金額 11,770.32円

１株当たり純資産額 35,877.85円

１株当たり当期純利益金額 3,209.64円

潜在株式調整後  

１株当たり当期純利益金額 3,193.71円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当期末現在に

おいて当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしてい

ないため、期中平均株価が把握できませんので記載して

おりません。 

 当社は、平成17年６月20日付で株式１株につき５株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前期における１株当たり情報については、以下のと

おりとなります。 

  １株当たり純資産額 8,903.51円

１株当たり当期純利益金額 2,354.06円

項目 
第11期

（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

当期純利益（千円） 218,857 335,320 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 218,857 335,320 

期中平均株式数（株） 18,594 104,473 

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） － 521 

（うち新株予約権）（株） （－） （ 521） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権 420株 

新株予約権の概要は「第４提出会

社の状況 １株式等の状況 (2)

新株予約権等の状況」に記載して

おります。 

────── 



（重要な後発事象） 

第11期 
（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

１．公募増資 

 当社株式は、株式会社東京証券取引所の承認を得て

平成16年９月１日にマザーズ市場に上場しておりま

す。上場に当たり、平成16年７月29日及び平成16年８

月13日開催の取締役会において、下記のとおり新株式

の発行を決議し、平成16年８月31日に払込が完了いた

しました。 

 この結果、平成16年９月１日付で資本金は624,875

千円、発行済株式総数は21,094株となっております。 

１．第三者割当による新株式発行 

 当社は、平成17年９月22日開催の臨時取締役会にお

いて、下記のとおり第三者割当による新株式発行を決

議し、平成17年10月11日に払込が完了いたしました。 

 この結果、平成17年10月11日付けで資本金は

2,124,993千円、発行済株式総数は117,540株となって

おります。 

  
(１) 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式

による募集) 

(２) 発行する株式の種類

及び数 

：普通株式    2,500株 

(３) 発行価格 ：１株につき  390,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

(４) 引受価額 ：１株につき  362,700円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式

払込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引

受人の手取金となります。 

(５) 発行価額 ：１株につき  297,500円 

(資本組入額  148,750円)

(６) 発行価額の総額 ：      743,750千円 

(７) 払込金額の総額 ：      906,750千円 

(８) 資本組入額の総額 ：      371,875千円 

(９) 払込期日 ：平成16年８月31日 

(10) 配当起算日 ：平成16年８月１日 

(11) 資金の使途 ：手取資金につきましては、

直営店舗出店に伴う設備投

資に充当する予定でありま

すが、具体的な出店に伴う

投資内容が確定するまで

は、安全な金融商品等にて

運用する予定であります。

  

(１) 募集方法 ：第三者割当 

(２) 発行する株式の種類

及び数 

：普通株式    4,100株 

(３) 発行価額 ：１株につき  243,943円 

(資本組入額 121,971.5円)

(４) 発行価額の総額 ：     1,000,166千円 

(５) 資本組入額の総額 ：      500,083千円 

(６) 申込期日 ：平成17年10月11日 

(７) 払込期日 ：平成17年10月11日 

(８) 配当起算日 ：平成17年８月１日 

(９) 割当先 ：セガサミーホールディング

ス株式会社 

(10) 割当株数 ：4,100株 

(11) 資金の使途 ：今般の新株発行による調達

資金手取概算額994百万円

につきましては、時間消費

型複合レジャーの新業態開

発におけるコンテンツ、ア

イテム、サービスの開発資

金などに充当し、当社会員

制レジャー事業の強化なら

びに会員数を増強するため

の資金として充当する予定

です。 



第11期 
（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

２．新株予約権の発行 

 平成16年10月27日開催の第11回定時株主総会におい

て、以下のとおり商法第280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づきストックオプションとして新株予約権を

付与することを決議いたしました。 

２．社債の発行 

 当社は、平成17年10月21日開催の取締役会におい

て、平成17年11月７日を払込期日とする第三者割当て

の方法による第１回無担保転換社債型新株予約権付社

債を発行する決議をいたしました。 

(１) 新株予約権の割当を受ける者 

当社取締役及び従業員 

(２) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

当社普通株式600株を上限とします。 

(３) 発行する新株予約権の総数 

600個（新株予約権１個あたりの目的たる株式の

数１株）を上限とします。 

(４) 新株予約権の発行価額 

無償で発行します。 

(５) 新株予約権の行使に際する払込金額 

１株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する

日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日

を除く）における東京証券取引所における当社株

式普通取引の終値の平均値（１円未満の端数を切

り上げる）に1.05を乗じた金額とし、１円未満の

端数は切り上げます。ただし、その価額が新株予

約権発行日の終値（当日終値のない場合は、それ

に先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終

値とします。 

(６) 新株予約権の権利行使期間 

平成18年10月27日から平成26年10月26日まで 

(７) 新株予約権の譲渡制限 

① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の権

利行使時において、当社並びに当社の子会社の取

締役、監査役及び従業員の地位にあることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定年退職そ

の他正当な理由のある場合はこの限りではありま

せん。 

② 新株予約権の相続は認めません。 

③ 新株予約権の譲渡、質入その他の処分をすること

はできません。 

④ 新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数

が当社の１株の株式数の整数倍となる場合に限

り、これを行うことができます。 

⑤ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者で締 

結した新株予約権割当契約によるものとします。 

(８) 新株予約権の消却事由及び消却の条件 

① 以下のいずれかに該当する場合には、取締役会決

議をもって、新株予約権の全部を無償で消却する

ことができます。 

(ⅰ) 当社を消滅会社とする合併が行われる場合 

(１) 本新株予約権付社債の名称 

株式会社ネクストジャパン第１回無担保転換社債

型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社

債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付

社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、

新株予約権のみを「本新株予約権」という。） 

(２) 発行総額 

金50億円（額面総額50億円） 

(３) 本新株予約権付社債の金額 

金１億円の１種 

(４) 社債券の形式 

無記名式 

なお、本新株予約権付社債は商法第341条ノ２第

４項の定めにより、本社債と本新株予約権のうち

一方のみを譲渡することはできません。 

(５) 発行価額 

本社債の発行価額は額面100円につき金100円と

し、本新株予約権の発行価額は無償とします。 

(６) 償還価額 

額面100円につき金100円 

(７) 利率 

本社債には利息は付しません。 

(８) 償還期限 

平成19年11月７日 

(９) 申込期日 

平成17年11月７日 

(10) 払込期日及び発行日 

平成17年11月７日 

(11) 割当先 

UBS AG London Branch 

(12) 割当金額 

金50億円 

(13) 物上担保・保証の有無 

本社債には物上担保及び保証は付されておらず、

また本新株予約権付社債のために特に留保されて

いる資産はありません。 

(14) 償還の方法 

① 満期償還 

平成19年11月７日（償還期限）に、未償還の本社

債の全部を額面100円につき金100円で償還しま

す。 



第11期 
（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

(ⅱ) 当社を完全子会社とする株式交換又は株式

移転が行われる場合 

② 新予約権者につき、新株予約権割当契約に定める

新株予約権の喪失事由が発生した場合には、取締

役会決議をもって、当該新株予約権者の有する未

行使の新株予約権の全部を無償で消却することが

できます。 

(９) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を

要します。 

② 当社の選択による繰上償還 

当社は、本社債権者に対し10銀行営業日以上の事

前の通知をしたうえで、いつでも、未償還の本社

債の全部又は一部を額面100円につき金100円で繰

上償還することができます。一部償還するときは

抽選その他の方法により行います。 

③ 本社債権者の選択による繰上償還 

本社債権者は、いつでも、その保有する本社債の

全部又は一部を額面100円につき金100円で繰上償

還することを当社に対し請求する権利を有しま

す。この請求権を行使するために、本社債権者

は、当該償還期日の10銀行営業日前までに、所定

の償還請求書に、償還を受けようとする本社債を

表示し、請求の年月日、償還期日等を記載してこ

れに記名捺印したうえ、当該本新株予約権付社債

券を添えて償還金支払場所に預託しなければなり

ません。 

④ 買入償却 

当社は、本新株予約権付社債の発行日の翌日以降

いつでも本社債を買い入れ、これを保有し、転売

し又は消却することができます。 

⑤ 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その

前銀行営業日に支払いを繰り上げます。 

(15) 新株予約権に関する事項 

① 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通

株式とし、その行使により当社が当社普通株式を

新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当

社普通株式を移転する数は、行使請求に係る本社

債の発行価額の総額を下記③に定める転換価額で

除した数とします。但し、行使により生じる１株

の100分の１未満の端数は切り捨て、現金による

調整は行いません。また、本新株予約権の行使に

より１株の100分の１の整数倍の端株が発生する

場合、商法に定める端株の買取請求権が行使され

たものとして現金により精算します。 

② 発行する新株予約権の総数：50個 

③ 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

(イ) 各本新株予約権の行使に際して払込をなすべ

き額は、本社債の発行価額と同額とします。 

(ロ) 転換価額は、当初210,827円とします。 



第11期 
（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

  (ハ) 転換価額の修正 

  本新株予約権付社債の発行後、毎月第２金曜

日（以下「修正日」という。）まで（同日を

含む）の５連続取引日（但し、売買高加重平

均価格が算出されない日を除く。）の株式会

社東京証券取引所における当社普通株式の普

通取引の売買高加重平均価格の平均値の

91.5％に相当する金額の１円未満の端数を切

り上げた金額（以下「修正日価額」とい

う。）が、当該修正日の直前に有効な転換価

額を１円以上上回る場合又は下回る場合に

は、当該修正日の翌取引日以降、当該修正日

価額に修正されます。但し、かかる修正後の

転換価額が平成17年11月７日の株式会社東京

証券取引所における当社普通株式の普通取引

の終値の200％に相当する金額（以下「上限

転換価額」という。）を上回ることとなる場

合には転換価額は上限転換価額とし、かかる

修正後の転換価額が平成17年11月７日の株式

会社東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引の終値の50％に相当する金額（以下

「下限転換価額」という。）を下回ることと

なる場合には転換価額は下限転換価額としま

す。上限転換価額及び下限転換価額は、下記

（ニ）により調整される。上記５連続取引日

の間に調整の原因となる事由が発生した場合

には、当該５連続取引日の株式会社東京証券

取引所における当社普通株式の普通取引の売

買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整

されるものとします。 

上記修正が行われる場合には、当社は、当該

修正日に、当該本社債権者に対し、修正後の

転換価額を通知します。 

  (ニ) 転換価額の調整 

当社は、当社が本新株予約権付社債の発行

後、一定の事由により当社の普通株式数に変

更を生じる場合又は変更を生じる可能性があ

る場合には、次に定める算式をもって転換価

額を調整します。 

  
        

  

既発行

株式数

  

＋

新発行・ 

処分株式数 
× 

１株当りの 

発行・処分価額 

調整後 

転換価額
＝
調整前 

転換価額
×

時価 

既発行株式数＋新発行・処分株式数 

  ④ 本新株予約権の行使請求期間 

平成17年11月８日から平成19年11月２日まで 



第11期 
（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

  ⑤ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価額中資本に組入れない額 

本新株予約権の行使により発行する株式の発行価

額中資本に組入れない額は、当該発行価額より資

本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れ

る額とは、当該発行価額に0.5を乗じた金額と

し、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はそ

の端数を切り上げた額とします。 

  ⑥ 代用払込に関する事項 

商法第341条ノ３第１項第７号及び第８号によ

り、本社債権者が本新株予約権を行使したときは

かかる行使をした者から、当該本新株予約権が付

された本社債の全額の償還に代えて、当該本新株

予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の

払込がなされたものとする旨の請求があったもの

とみなします。 

  ⑦ 行使の条件 

当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合に

は、以後本新株予約権を行使することができませ

ん。また、本新株予約権の一部につきその行使を

請求することはできません。 

  (16) 新株予約権の発行価額を無償にする理由及びその

行使に際して払込むべき金額の算定理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に

付されたものであり、本社債からの分離譲渡はで

きず、且つ本新株予約権が行使されると代用払込

により本社債は消滅し、本社債と本新株予約権が

相互に密接に関連することを考慮し、また本新株

予約権の価値と、本社債の利率、発行価額等のそ

の他の発行条件により得られる価値とを勘案し

て、その発行価額を無償としました。また、本社

債が転換社債型の新株予約権付社債であることか

ら、本新株予約権１個の行使に際して払込をなす

べき額は本社債の発行価額と同額とし、当初転換

価額は、平成17年10月21日まで（同日を含む。）

の５連続取引日（但し、売買高加重平均価格が算

出されない日を除く。）の株式会社東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の売買高加重

平均価格の平均値に相当する金額の１円未満の端

数を切り上げた金額としました。 

  (17) 資金用途 

手取概算額49億8,000万円については、当社事業

の成長を促進する新規事業を開発する目的で、国

内において企業買収、企業提携等（詳細について

は未定であります。）を行う資金として全額を充

当する予定です。 



第11期 
（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

  ３．新株予約権の発行 

 平成17年10月27日開催の第12回定時株主総会におい

て、以下のとおり商法第280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づきストックオプションとして新株予約権を

付与することを決議いたしました。 

  (１) 新株予約権の割当を受ける者 

当社取締役及び従業員 

  (２) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

当社普通株式3,000株を上限とします。 

  (３) 発行する新株予約権の総数 

3,000個（新株予約権１個あたりの目的たる株式

の数１株）を上限とします。 

  (４) 新株予約権の発行価額 

無償で発行します。 

  (５) 新株予約権の行使に際する払込金額 

１株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する

日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日

を除く）における東京証券取引所における当社株

式普通取引の終値の平均値（１円未満の端数を切

り上げる）に1.05を乗じた金額とし、１円未満の

端数は切り上げます。ただし、その価額が新株予

約権発行日の終値（当日終値のない場合は、それ

に先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終

値とします。 

  (６) 新株予約権の権利行使期間 

平成19年10月28日から平成27年10月27日まで 

  (７) 新株予約権の譲渡制限 

  ① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の権

利行使時において、当社並びに当社の子会社の取

締役、監査役及び従業員の地位にあることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定年退職そ

の他正当な理由のある場合はこの限りではありま

せん。 

  ② 新株予約権の相続は認めません。 

  ③ 新株予約権の譲渡、質入その他の処分をすること

はできません。 

  ④ 新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数

が当社の１株の株式数の整数倍となる場合に限

り、これを行うことができます。 

  ⑤ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者で締

結した新株予約権割当契約によるものとします。 



  

  

第11期 
（自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日） 

第12期
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

  (８) 新株予約権の消却事由及び消却の条件 

  ① 以下のいずれかに該当する場合には、取締役会決

議をもって、新株予約権の全部を無償で消却する

ことができます。 

  (ⅰ) 当社を消滅会社とする合併が行われる場合 

  (ⅱ) 当社を完全子会社とする株式交換又は株式移

転が行われる場合 

  ② 新予約権者につき、新株予約権割当契約に定める

新株予約権の喪失事由が発生した場合には、取締

役会決議をもって、当該新株予約権者の有する未

行使の新株予約権の全部を無償で消却することが

できます。 

(９) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を

要します。 



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

 有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第121条の規定により記載を省略しておりま

す。 

  



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額
（千円） 

当期末残高
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
(千円) 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産   

建物 1,297,264 1,133,502 343,784 2,086,982 456,872 257,813 1,630,109

構築物 34,801 152,774 24,182 163,394 13,471 13,616 149,923

車両運搬具 12,804 3,786 － 16,590 9,207 3,155 7,383

器具備品 640,497 235,378 47,707 828,168 544,719 281,137 283,448

土地 100,926 － 100,926 － － － －

建設仮勘定 29,555 438,090 29,555 438,090 － － 438,090

有形固定資産計 2,115,850 1,963,532 546,156 3,533,226 1,024,270 555,722 2,508,955

無形固定資産   

ソフトウェア 77,525 9,299 32,571 54,252 19,540 10,142 34,712

その他 1,919 － － 1,919 227 104 1,691

無形固定資産計 79,444 9,299 32,571 56,171 19,768 10,246 36,403

長期前払費用 41,271 45,345 5,682 80,934 18,498 10,992 62,435

  建物 新規店舗（６店舗） 931,335千円

  構築物 新規店舗（６店舗） 148,098千円

  器具備品 新規店舗（６店舗） 90,767千円

  建物 旧本社ビル売却 78,820千円

    此花倉庫売却 45,675千円

  土地 旧本社ビル売却 69,969千円

    此花倉庫売却 30,957千円



【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率については、期末借入金に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）及びその他の有利子負債（１年以内に支払予定のものを除く）の貸借

対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。 

  

【資本金等明細表】 

 （注） 資本金及び株式払込剰余金の当期増加額並びに普通株式の当期増加額は、以下の原因によるものであります。 

・平成16年９月１日付 公募増資 

・平成17年６月20日付 株式分割（１:５） 

・平成17年７月28日付 第三者割当増資 

区分 
前期末残高
（千円） 

当期末残高
（千円） 

平均利率
（％） 

返済期限 

短期借入金 320,000 － － － 

１年以内に返済予定の長期借入金 433,358 253,936 1.0 － 

長期借入金 
（１年以内に返済予定のものを除く） 

641,541 730,476 1.0
平成18年11月27日～
平成22年３月31日 

その他の有利子負債   

１年以内に支払予定の長期未払金 120,409 47,649 3.8   

長期未払金 
（１年以内に支払予定のものを除く） 

146,836 27,751 3.8
平成19年７月31日～
平成20年４月30日 

計 1,662,145 1,059,812 － － 

  １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

長期借入金（千円） 226,904 209,904 209,904 83,764 

その他の有利子負債（長期未払金）
（千円） 

21,558 6,193 － － 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 253,000 1,371,910 － 1,624,910

資本金のうち
既発行株式 

普通株式 （株） （18,594） （94,846） （－） （113,440）

普通株式 (千円） 253,000 1,371,910 － 1,624,910

計 （株） （18,594） （ 94,846） （－） （113,440）

計 （千円） 253,000 1,371,910 － 1,624,910

資本準備金及
びその他資本
剰余金 

（資本準備金）    

株式払込剰余金 （千円） 186,050 1,534,910 － 1,720,960

計 （千円） 186,050 1,534,910 － 1,720,960

利益準備金及
び任意積立金 

（利益準備金） （千円） 2,553 － － 2,553

計 （千円） 2,553 － － 2,553



【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率洗替額25,613千円及び債権回収等に伴う目的外取崩額1,422

千円であります。 

  

  

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額
（千円） 

当期減少額
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 49,511 76,897 1,270 27,036 98,102

賞与引当金 11,746 56,200 11,746 － 56,200



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

  

② 売掛金 

(イ）相手先別内訳 

  

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

  

③ 商品 

区分 金額（千円）

現金 37,769 

預金 

当座預金 43,871 

普通預金 2,555,097 

郵便貯金 8,176 

定期預金 127,163 

小計 2,734,307 

合計 2,772,078 

相手先 金額（千円）

㈱ベネフィットジャパン 110,315 

㈱澤田組 94,674 

千代田リース㈱ 52,250 

㈱Ｋ'sアミューズメント 33,311 

㈱ドリームハーツファクトリー 10,500 

その他 94,322 

合計 395,373 

期首残高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

当期末残高
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

462,598 3,943,223 4,010,448 395,373 91.0 39.7 

品目 金額（千円）

店舗用設備機器等 125,126 

合計 125,126 



④ 差入保証金 

  

⑤ 買掛金 

  

⑥ 未払金 

  

⑦ 未払法人税等 

相手先 金額（千円）

大川創業㈱ 60,000 

㈱ケイティプランニング 40,000 

イズミイチ㈱ 30,000 

㈱ヒューマックス 30,000 

家具の山佐 26,250 

その他 187,157 

合計 373,407 

相手先 金額（千円）

㈱ウィズワン 18,268 

㈱山九 12,186 

㈱アルファ 11,073 

兵庫第一興商㈱ 9,584 

(有)エルグ 8,602 

その他 95,960 

合計 155,673 

相手先 金額（千円）

コーナン建設㈱ 138,600 

㈱日商インターライフ 116,588 

㈲ボウリングコンサルタントインク 40,899 

㈱きんでん 27,661 

シャープシステムプロダクト㈱ 21,568 

その他 404,648 

合計 749,966 

区分 金額（千円）

未払法人税 188,028 

未払事業税 53,536 

未払住民税 48,189 

合計 289,754 



⑧ 長期借入金 

 （注） （ ）内の金額は内数で、１年以内返済予定の長期借入金であり、貸借対照表では流動負債に表示しております。 

  

⑨ 長期未払金 

 （注） （ ）内の金額は内数で１年以内支払予定の長期未払金であり、貸借対照表では流動負債に表示しております。 

  

⑩ 長期預り保証金 

借入先 金額（千円）

㈱ＵＦＪ銀行 
360,040 

（ 79,920） 

㈱みずほ銀行 
295,200 

（ 98,200） 

㈱三井住友銀行 
237,502 

（ 54,158） 

㈱阿波銀行 
91,670 

（ 21,658） 

合計 
984,412 

（ 253,936） 

相手先 金額（千円）

オリックス・アルファ㈱ 
23,413 

（ 10,385） 

ＧＥキャピタルリーシング㈱ 
20,470 

（  9,203） 

東京リース㈱ 
15,019 

（ 15,019） 

関銀リース㈱ 
11,154 

（ 11,154） 

セントラルリース㈱ 
5,342 

（  1,887） 

合計 
75,400 

（ 47,649） 

相手先 金額（千円）

㈱ドン・キホーテ 100,000 

㈱Ｋ'sアミューズメント 15,000 

㈱マックス 9,000 

㈱澤田組 6,000 

中央興業㈱ 6,000 

その他 157,160 

合計 293,160 



(3）【その他】 

重要な訴訟事件等 

 元加盟店である株式会社ディッシュファインに対し、平成17年３月30日付で当社による不正競争防止法違反に基づく営業

秘密侵害差し止め及び損害賠償請求（損害賠償請求額417,500,000円）を行いましたが、反訴の提起（損害賠償請求額

378,150,000円）を平成17年７月25日付で受けております。当社は、当社に損害賠償義務がないことを確信しており、当社の

正当性を実現する方針であります。 

  

  



第６【提出会社の株式事務の概要】 

  

 （注）１．当社は端株制度の適用を受けておりますが、現在端株は生じておりません。 

２．決算公告については、当社ホームページ上に貸借対照表および損益計算書を掲載しております。 

（ホームページアドレス http://www.nextjapan.com/information/kessankoukoku.html） 

決算期 ７月31日 

定時株主総会 10月中 

基準日 ７月31日 

株券の種類 １株券、10株券、100株券

中間配当基準日 １月31日 

１単元の株式数 － 

株式の名義書換え  

取扱場所 
大阪市中央区北浜二丁目２番21号
中央三井信託銀行株式会社 大阪支店 

代理人 
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社 

取次所 中央三井信託銀行株式会社 本店及び全国各支店

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

端株の買取り  

取扱場所 
大阪市中央区北浜二丁目２番21号
中央三井信託銀行株式会社 大阪支店 

代理人 
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社 

取次所 中央三井信託銀行株式会社 本店及び全国各支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞（注）

株主に対する特典 該当事項はありません。



第７【提出会社の参考情報】 

  

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社は、親会社はありません。 

  

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券届出書（第三者割当増資） 

 平成17年７月12日及び平成17年９月22日近畿財務局長に提出。 

(2）有価証券届出書（有償一般募集増資及び売出し）の訂正届出書 

 平成16年８月16日及び平成16年８月24日近畿財務局長に提出。 

(3）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第11期）（自 平成15年８月１日 至 平成16年７月31日）平成16年10月28日近畿財務局長に提出。 

(4）半期報告書 

 （第12期中）（自 平成16年８月１日 至 平成17年１月31日）平成17年４月27日近畿財務局長に提出。 

(5）臨時報告書 

 平成16年11月30日、平成17年２月23日及び平成17年10月21日近畿財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第１９条第２項第２号の２に基づく臨時報告書であります。 

(6）臨時報告書 

 平成17年９月22日近畿財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第１９条第２項第６号に基づく臨時報告書であります。 

(7）有価証券届出書（新株予約権付社債の発行） 

 平成17年10月21日近畿財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

該当事項はありません。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の監査報告書  

        

      平成16年10月28日 

株式会社 ネクストジャパン     

  取 締 役 会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
代表社員 

関与社員 
  公認会計士 大西 寛文  印 

  
代表社員 

関与社員 
  公認会計士 中川 雅晴  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ネクストジャパンの平成15年８月１日から平成16年７月31日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ネクストジャパンの平成16年７月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成16年7月29日及び平成16年8月13日開催の取締役会の決議

に基づき、平成16年8月31日を払込期日とする公募増資（ブックビルディング方式）により新株式を発行した。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成16年10月27日開催の第11回定時株主総会において、商法

第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、会社の取締役及び従業員に対しストックオプションとして新株予

約権を付与することを決議した。 

  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

  

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付

する形で別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の監査報告書  

        

      平成17年10月27日 

株式会社 ネクストジャパン     

  取 締 役 会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 大西 寛文  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 中川 雅晴  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ネクストジャパンの平成16年８月１日から平成17年７月31日までの第12期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ネクストジャパンの平成17年７月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年９月22日開催の取締役会の決議に基づき、平成17年

10月11日を振込期日とする第三者割当増資により新株式を発行した。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年10月21日開催の取締役会において、第１回無担保転

換社債型新株予約権付社債の発行を決議した。 

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年10月27日開催の第12回定時株主総会において、商法

第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、会社の取締役及び従業員に対しストックオプションとして新株

予約権を付与することを決議した。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

  

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付

する形で別途保管しております。 
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